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標準的な健診・保健指導プログラム（暫定版） 修正案 

第１章 内臓脂肪症候群（メタボリックシンドローム）に着目する意義 

 

平成 17 年４月に、日本内科学会等内科系 8 学会が合同でメタボリックシンドロームの

疾患概念と診断基準を示した。 

これは、内臓脂肪型肥満を共通の要因として、高血糖、脂質異常、高血圧を呈する病態

であり、それぞれが重複した場合は、虚血性心疾患、脳血管疾患等の発症リスクが高く、

内臓脂肪を減少させることでそれらの発症リスクの低減が図られるという考え方を基本

としている。 

すなわち、内臓脂肪型肥満に起因する糖尿病、高脂血症、高血圧は予防可能であり、ま

た、発症してしまった後でも、血糖、血圧等をコントロールすることにより、心筋梗塞等

の心血管疾患、脳梗塞等の脳血管疾患、人工透析を必要とする腎不全などへの進展や重症

化を予防することは可能であるという考え方である。 

内臓脂肪症候群（メタボリックシンドローム）の概念を導入することにより、内臓脂肪

の蓄積、体重増加が血糖や中性脂肪、血圧などの上昇をもたらすとともに、様々な形で血

管を損傷し、動脈硬化を引き起こし、心血管疾患、脳血管疾患、人工透析の必要な腎不全

などに至る原因となることを詳細にデータで示すことができるため、健診受診者にとっ

て、生活習慣と健診結果、疾病発症との関係が理解しやすく、生活習慣の改善に向けての

明確な動機づけができるようになると考える。 
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標準的な健診・保健指導プログラム（暫定版） 修正案 

第２章 健診の内容 

（１）健診項目（検査項目及び質問項目） 

 

１）基本的考え方 

 ○ 今後の新たな健診においては、糖尿病等の生活習慣病、とりわけ内臓脂肪症候群（メ

タボリックシンドローム）の該当者・予備群を減少させるため、保健指導を必要とす

る者を的確に抽出するための健診項目とする。 

  

 ○ また、質問項目は、①生活習慣病のリスクを評価するためのものであること、②保

健指導の階層化と健診結果を通知する際の「情報提供」の内容を決定する際に活用す

るものであることという考え方に基づくものとする。 

 

 ○ なお、過去の健診項目との比較や健診実施体制の確保の容易性から、既に実施され

てきている他の健康診断・健康診査等（介護保険法に基づく地域支援事業を含む）と

の関係について整理することが必要である。 

 

２）具体的な健診項目 

  「健診対象者の全員が受ける基本的な健診」と「医師が必要と判断した場合に選択的

に受ける詳細な健診（精密健診）」の項目を以下のとおりとする（ 別紙１ 参照）。 

なお、現行の健康診断・健康診査等で行われていない新たな項目については、その実

施方策等について検討を行うことが必要である。 

 

①基本的な健診の項目 

質問項目、身体計測（身長、体重、ＢＭＩ、腹囲）、理学的検査（身体診察）、血圧

測定、血液化学検査（中性脂肪、ＨＤＬコレステロール、ＬＤＬコレステロール）、肝

機能検査（ＡＳＴ（ＧＯＴ）、ＡＬＴ（ＧＰＴ）、γ-ＧＴ（γ-ＧＴＰ））、 腎機能検査(血

清クレアチニン)、血糖検査（空腹時又は随時）、HbA1ｃ検査、血清尿酸検査

 

②詳細な健診（精密健診）の項目

心電図検査、眼底検査、検尿(尿糖、尿蛋白、尿潜血)、貧血検査（赤血球数、血色

素量〔ヘモグロビン値〕、ヘマトクリット値）のうち、現行の老人保健事業での基本

健康診査における判断基準を踏まえた一定の基準（ 別紙２ ）の下、医師が必要と判

断したものを選択 

 

３）質問項目 

  基本的な健診の項目に含まれる質問項目を別紙３とする。 
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 ③その他の健診項目 

   ４０～７４歳を対象とする健康診査においては、それぞれの法令の趣旨、目的、制

度に基づき、①の基本的な健診項目以外の項目を実施する。 

 
３）質問項目 

  基本的な健診の項目に含まれる質問項目を別紙３とする。 
     



標準的な健診・保健指導プログラム（暫定版） 修正案 

４）項目の定期的な見直し 

  健診項目等の見直しを定期的に検討するシステムについては、厚生労働科学研究費補

助金による研究班等を活用して、各学会の最新の知見に基づく、健診項目とするような

体制の在り方について検討する。 

 

（参考）現在の質問項目等について 

① 老人保健法による保健事業における基本健康診査の質問項目（現在の症状、既往歴、家族歴、

嗜好、過去の健康診査受診状況等）--具体的項目なし（※） 

 ※ 65 歳以上の者に対しては、介護予防のための生活機能評価に関する基本チェックリスト（25 項目）

が定められている。 

② 老人保健法による保健事業における生活習慣病予防に関する健康度評価のための質問票 

③  労働安全衛生法における事業者健診における質問項目（業務歴、既往歴、自覚症状、他覚症

状）--具体的項目なし 

など、制度ごとに様々である。さらに、国民健康・栄養調査なども含め他の調査においても、質

問内容が異なっている。 

例えば、喫煙歴についての質問内容の違いは以下のとおり。 
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喫煙についての質問内容 
 
（１）老人保健法による保健事業・健康度評価のための質問内容 

１ 現在の喫煙について □吸っている □過去に吸っていた □吸わない 

２ 吸い始めた年齢は   （  ）歳 

３ たばこをやめた年齢は （  ）歳 

４ １日の喫煙本数は   （  ）本 
 

（２）多くの事業所等で使用されている質問内容（国民栄養調査（～H14）と同様） 

「喫煙について」 

① 以前から（ほとんど）吸わない 

② 以前は吸っていたが今は吸わない 

③ 現在喫煙している 

④ ②、③に回答した場合→平均○○本（一日あたり）・喫煙歴○○年 

※ 留意事項（「第 5 次循環器疾患基礎調査」より） 

「以前から（ほとんど）吸わない」には、以前一時的に吸った経験があっても現在吸ってい

ない者も含める。 

「以前は吸っていたが今は吸わない」とは、以前一定期間以上（1 年以上）吸っていた経験

があり、現在吸わない者をいう。 

 

（３）国民健康・栄養調査（H15～）の質問内容 

・「あなたは、これまでにたばこを吸ったことがありますか。」 

１ 合計 100 本以上、又は６ヶ月以上吸っている（吸っていた） 

２ 吸ったことはあるが合計 100 本未満で６ヶ月未満である 

３ まったく吸ったことがない 

 

・「現在（この 1 ヶ月間）、あなたはたばこを吸っていますか。あてはまる番号を 1 つ選んで○印

をつけてください。」 

１ 毎日吸う 

２ ときどき吸っている 

３ 今は（この 1 ヶ月間）吸っていない 

※ 「現在習慣的に喫煙をしている者」の定義は、「合計 100 本以上、又は６ヶ月以上吸ってい

る者」のうち、現在（この 1 ヶ月間）「毎日吸う」又は「ときどき吸っている」者である。 
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（２）健診項目の基準値等の標準化 

 

１）基本的考え方 

 ○ 現行の健診では、健診の実施機関ごとに検査法、検査機器や試薬等の違いにより基

準値、検査測定値や健診判定値が異なることもあり、異なる健診機関の間で一律に比

較を行うことは困難である。 

 

○ 一方、今後の新たな健診では、医療保険者は複数の健診機関で実施された被保険者

の健診結果のデータを一元的に管理し、リスクの高いものから優先的に保健指導をし

ていくことが必要となるため、共通の健診判定値の設定や健診検査項目毎の検査測定

値の標準化が必要である。 

 

○ また、健診項目の判定基準値については、内臓脂肪症候群（メタボリックシンドロ

ーム）、糖尿病、高血圧症、高脂血症等の関係する学会のガイドラインとの整合性を

確保することが必要であり、定められた判定基準値についても、学会との連携の下、

定期的に見直しを行うシステムが必要である。 

 

２）具体的な標準化の内容 

 

①血液検査 

○ 現在検討されている健診の血液検査10項目(下記)については、独立行政法人産業

技術総合研究所等の協力を得て（※）、可能な限り、平成 20 年度までに標準物質の

開発を行い、検査測定値の標準化を行うことができるようにする。 

 ※  現在、特定非営利活動法人日本臨床検査標準協議会（ＪＣＣＬＳ）、独立行政法人産業技術総合研

究所等が連携し、臨床検査用の標準物質の開発を実施している。 

 

【血液検査 10 項目】 

脂質 （①中性脂肪、②ＨＤＬコレステロール、③ＬＤＬコレステロール） 

肝機能（④ＡＳＴ（ＧＯＴ）、⑤ＡＬＴ（ＧＰＴ）、⑥γ-ＧＴ（γ-ＧＴＰ）） 

腎機能（⑦血清クレアチニン） 

その他（⑧血糖、⑨ HbA1ｃ、⑩血清尿酸） 
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値の標準化が必要である。 

 

○ また、健診項目の判定基準値については、内臓脂肪症候群（メタボリックシンドロ

ーム）、糖尿病、高血圧症、高脂血症等の関係する学会のガイドラインとの整合性を

確保することが必要であり、定められた判定基準値についても、学会との連携の下、

定期的に見直しを行うシステムが必要である。 

 

２）具体的な標準化の内容 

 

①血液検査 

○ 現在検討されている健診の血液検査８項目(下記)については、独立行政法人産業

技術総合研究所等の協力を得て（※）、可能な限り、平成 20 年度までに標準物質の

開発を行い、検査測定値の標準化を行うことができるようにする。 

 ※ 現在、特定非営利活動法人日本臨床検査標準協議会（ＪＣＣＬＳ）、独立行政法人産業技術総合

研究所等が連携し、臨床検査用の標準物質の開発を実施している。 

 

【血液検査８項目】 

脂質 （①中性脂肪、②ＨＤＬコレステロール、③ＬＤＬコレステロール） 

肝機能（④ＡＳＴ（ＧＯＴ）、⑤ＡＬＴ（ＧＰＴ）、⑥γ-ＧＴ（γ-ＧＴＰ）） 

その他（⑦血糖、⑧ HbA1ｃ） 
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○ 血液検査の標準物質については、技術的に可能な範囲で保健指導の必要性などの判

断に用いるための判定値である「健診判定値」を持つものとする（例えば、HbA1c

であれば、5.5％（境界型の判定）及び 6.1％（糖尿病型の判定）の標準値）。 

 

血液検査項目のうち、ＡＳＴ（ＧＯＴ）、ＡＬＴ（ＧＰＴ）、γ-ＧＴ（γ-ＧＴＰ）については日本臨

床化学会の勧告する方法が提示されており、標準法の設定は行われている。さらに、ＪＣＣＬＳにより

認証された JC-ERM（Japan Certified- enzyme reference material）も市販されており、これらを

用いた精度管理を行っている施設では十分な互換性が担保されていると考える。 

血清クレアチニン、血清尿酸については平成 19 年度までに標準物質が産業技術総合研究所から提示

される予定であり、これらを利用した精度管理が可能になり、また、血清尿酸についてはすでにＪＣＣ

ＬＳから標準物質が市販されていると聞いている。 

 

○ 平成 20 年度において、これら標準物質が市販されている場合には、健診機関は、

原則として、これら標準物質を使用し、トレーサビリティも含めた十分な精度管理

を行うことが必要である。 

 

②血圧測定、腹囲計測 

血圧測定、腹囲計測については、測定方法を統一するため、これまでの国民健康・

栄養調査等で行われてきた測定手法をもとに検討を進めていく（ 別紙４ ）。 

 

３）学会ガイドラインとの整合性 

内臓脂肪症候群（メタボリックシンドローム）、糖尿病、高血圧症、高脂血症等の判

定基準値については、これらに関係する学会のガイドラインと整合性がとれたものとす

る。 

 

４）基準値等の定期的な見直し 

健診判定基準値等の見直しを定期的に検討するシステムについては、厚生労働科学研

究費補助金による研究班等を活用して、各学会の最新の知見に基づく判定基準値とする

ような体制の在り方について検討する。 

 

※ 具体的な健診項目ごとの標準的な測定方法、判定基準については別紙５参照。 
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断に用いるための判定値である「健診判定値」を持つものとする（例えば、HbA1c

であれば、5.２％（境界型の判定）及び 6.1％（糖尿病型の判定）の標準値）。 

 

血液検査項目のうち、ＡＳＴ（ＧＯＴ）、ＡＬＴ（ＧＰＴ）、γ-ＧＴ（γ-ＧＴＰ）については日本臨床
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健診判定基準値等の見直しを定期的に検討するシステムについては、厚生労働科学研
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第３章 保健指導対象者の選定と階層化 

（１）保健指導対象者の選定と階層化の基準 

 

１）基本的考え方 

  生活習慣病の予防を期待できる内臓脂肪症候群（メタボリックシンドローム）の選定

及び階層化や、生活習慣病の有病者・予備群を適切に減少させることができたかを的確

に評価するために、保健指導対象者の選定及び階層化の標準的な数値基準が必要とな

る。 

 

２）具体的な選定・階層化の基準 

 

①内臓脂肪型肥満を伴う場合の選定 

   内臓脂肪蓄積の程度を判定するため、その基準として腹囲を用いるとともに、内臓

脂肪症候群（メタボリックシンドローム）の判定基準となる高血糖、高血圧等のリス

クを評価する健診項目（血糖や血圧等の測定）を用いる。 

 

②内臓脂肪型肥満を伴わない場合の選定 

   腹囲計測によって内臓脂肪型肥満と判定されない場合にも、高血糖、高血圧等のリ

スクを評価する健診項目（血糖や血圧等の測定）を基本的な健診として実施すること

により、内臓脂肪型肥満を伴わない糖尿病、高血圧症等の個別の生活習慣病を判定す

ることができるようにする。 

 

③健診項目の判定基準 

「健診項目の基準値等の標準化」と同様に以下のようにする。

 

血 糖 

情報提供 空腹時血糖 100mg/dl 未満、随時血糖 140mg/dl 未満、かつ、HbA1ｃ5.5％ 未満

保健指導 空腹時血糖 100mg/dl 以上 126mg/dl 未満、随時血糖 140mg/dl 以上 180mg/dl

未満、又は、HbA1ｃ5.5％以上 6.1％未満 

 受診勧奨 空腹時血糖 126mg/dl 以上、随時血糖 180mg/dl 以上、又は、HbA1ｃ6.1％ 以上

脂 質（中性脂肪、HDL コレステロール） 

情報提供 中性脂肪 150mg/dl 未満、かつ、HDL コレステロール 40mg/dl 以上 

保健指導 中性脂肪 150mg/dl 以上、又は、HDL コレステロール 40mg/dl 未満 

 受診勧奨 （同上）中性脂肪 150mg/dl 以上、又は、HDL コレステロール 40mg/dl 未満 

血 圧 

情報提供 収縮期血圧 130mmHg 未満、かつ、拡張期血圧 85mmHg 未満 

保健指導 収縮期血圧 130mmHg 以上 140mmHg 未満、又は、拡張期血圧 85mmHg 以上

90mmHg 未満 

 受診勧奨 収縮期血圧 140mmHg 以上、又は、拡張期血圧 90mmHg 以上 
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   腹囲計測によって内臓脂肪型肥満と判定されない場合にも、高血糖、高血圧等のリ

スクを評価する健診項目（血糖や血圧等の測定）を基本的な健診として実施すること

により、内臓脂肪型肥満を伴わない糖尿病、高血圧症等の個別の生活習慣病を判定す

ることができるようにする。 
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LDL コレステロール 

情報提供 120mg/dl 未満 

保健指導 120mg/dl 以上 140mg/dl 未満 

 受診勧奨 140mg/dl 以上 

血清尿酸 

情報提供 7.0mg/dl 未満 

保健指導 7.0mg/dl 以上 8.0mg/dl 未満 

 受診勧奨 8.0mg/dl 以上 

 

３）質問票による階層区分の変更 

健診結果による階層化を行った後、生活習慣の状況に関する質問票により、保健指導 

の対象者区分の変更を行う。 

 

４）対象者が治療中の場合 

対象者が現在医療機関において治療を行っている場合の保健指導については、事例毎 

の特性を踏まえた上で、主治医との連携の下に行うことが望ましい。 

なお、現在治療を行っている医療機関は、診療報酬における生活習慣病管理料や管理 

栄養士による外来栄養食事指導料、集団栄養食事指導料等を積極的に活用することが望 

まれる。 

  また、医療保険者は、生活習慣指導料等の情報を積極的に活用することが望まれる。 

 

［具体的な事例］ 

１）医療機関受診中だが、糖尿病等の生活習慣病については治療を行っていない事例 

２）医療機関で生活習慣病について治療を行っているが、健診で動機づけ支援、積極的支援の保

健指導の対象となったリスクに関連する生活習慣病については治療を行っていない事例（高血圧

の治療は行っているが、HbA1cが 5.5％以上 6.1％未満の場合） 

３）医療機関で生活習慣病について治療中であり、健診で動機づけ支援、積極的支援の保健指導

の対象となったリスクに関連する生活習慣病についても治療を行っている事例 

４）医療機関で生活習慣病について治療を行っているが、さらに生活習慣改善等の保健指導を行

う必要がある事例 
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（２）保健指導対象者の選定と階層化の方法 

 

１）基本的考え方 

○ 内臓脂肪の蓄積により、心疾患等のリスク要因（高血圧、高血糖、脂質異常等）が

増え、リスク要因が増加するほど心疾患等が発症しやすくなる。このため、保健指導

対象者の選定は、内臓脂肪蓄積の程度とリスク要因の数に着目することが重要となる。

 

○ このため、内臓脂肪の蓄積を基本とし、リスク要因の数によって保健指導レベルを

設定していく。 

 

○ なお、内臓脂肪蓄積の寄与が比較的少ないと考えられる高血圧症、糖尿病等につい

ては、減量等を中心とした生活習慣改善をメニューとする保健指導とは異なる手法の

保健指導となる。

 

２）具体的な選定・階層化の方法 

 

ステップ１ 

 ○ 腹囲と BMI で内臓脂肪蓄積のリスクを判定する 

  ・腹囲 M≧85cm、F≧90cm        →(1) 

  ・腹囲 M＜85cm、F＜90cm かつ BMI≧25 →(2) 

  ・(1)、(2)以外              →(3) 

 

ステップ２ 

 ○ 検査結果、質問票より追加リスクをカウントする。 

 ○ ①～③は内臓脂肪症候群（メタボリックシンドローム）の判定項目、④～⑥はその

他の関連リスクとし、④～⑥については①～③のリスクが 1 つ以上の場合にのみカウ

ントする。 

 

①血糖     a空腹時血糖     110mg/dl以上 又は
（但し、(1)の動機づけ支援レベル判定及び(2)、(3)の場合には 100mg/dl） 

          b随時血糖の場合   140mg/dl以上 又は 
          c HbA1ｃ        5.5％ 以上 又は 
          d 薬剤治療を受けている場合（質問票より） 

②脂質     a 中性脂肪      150mg/dl 以上 又は 
          b HDL コレステロール 40mg/dl 未満 又は 
          c 薬剤治療を受けている場合（質問票より） 

③血圧     a 収縮期       130mmHg 以上 又は 
          b 拡張期        85mmHg 以上 又は 
          c 薬剤治療を受けている場合（質問票より） 

 
④LDL コレステロール         120mg/dl 以上 
⑤質問票                喫煙歴あり 
⑥血清尿酸               7.0mg/dl 以上 

 

（２）保健指導対象者の選定と階層化の方法 

 

１）基本的考え方 

○ 内臓脂肪の蓄積により、心疾患等のリスク要因（高血圧、高血糖、脂質異常等）が

増え、リスク要因が増加するほど心疾患等が発症しやすくなる。このため、保健指導

対象者の選定は、内臓脂肪蓄積の程度とリスク要因の数に着目することが重要となる。

 

○ このため、内臓脂肪の蓄積を基本とし、リスク要因の数によって保健指導レベルを

設定していくとともに、比較的若い時期（６５歳未満）に生活習慣の改善を行った方

が予防効果が期待できると考えられるため、年齢に応じた保健指導レベルの設定をし

ていく。

 

○ その際、効果的・効率的に保健指導を実施していくためには、予防効果が多く期待

できる者を明確にし、保健指導対象者を選定する。 

 

○ 特定健康診査に相当する健診結果を提出した者に対しても、特定健康診査を受診し

た者と同様に、特定保健指導を実施する。

 

２）具体的な選定・階層化の方法 

 

ステップ１ 

 ○ 腹囲と BMI で内臓脂肪蓄積のリスクを判定する 

  ・腹囲 M≧85cm、F≧90cm        →(1) 

  ・腹囲 M＜85cm、F＜90cm かつ BMI≧25 →(2) 

※（１）、（２）以外の者への対応については、３）留意事項参照

 

ステップ２ 

 ○ 検査結果、質問票より追加リスクをカウントする。 

 ○ ①～③は内臓脂肪症候群（メタボリックシンドローム）の判定項目、④はその他の

関連リスクとし、④喫煙歴については①から③のリスクが１つ以上場合にのみをカウ

ントする。 

 

①血糖     a空腹時血糖     1０0mg/dl以上 又は 
          b HbA1ｃの場合     5.２％ 以上 又は 
          c 薬剤治療を受けている場合（質問票より） 

②脂質     a 中性脂肪      150mg/dl 以上 又は 
          b HDL コレステロール 40mg/dl 未満 又は 
          c 薬剤治療を受けている場合（質問票より） 

③血圧     a 収縮期       130mmHg 以上 又は 
          b 拡張期        85mmHg 以上 又は 
          c 薬剤治療を受けている場合（質問票より） 

 
④質問票                喫煙歴あり
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ステップ３ 

 ステップ１、２から保健指導レベルをグループ分け 

(1)の場合 

①～⑥のリスクのうち 

  追加リスクが ２以上の対象者（内臓脂肪症候群（メタボリックシンドローム） 

基準適合者）は    積極的支援レベル 

           ０又は１の対象者は    動機づけ支援レベル    とする。 

 

(2)の場合 

①～⑥のリスクのうち 

  追加リスクが ３以上の対象者は     積極的支援レベル 

         １又は２の対象者は    動機づけ支援レベル 

         ０の対象者は       情報提供レベル      とする。 

 

(3)の場合 

①～⑥のリスクのうち 

  追加リスクが ４以上の対象者は     積極的支援レベル 

         １から３の対象者は    動機づけ支援レベル 

         ０の対象者は       情報提供レベル      とする。

 

（注） (3)の場合の支援法は、「内臓脂肪減少」を目的としたプログラムではなく、個人個人

の病態に応じた対応が必要。 

 

ステップ４ 

同時に実施する質問票 ※1 を用い、生活習慣改善の必要性を判定し、健診結果の保健指導レ

ベルと、質問結果の生活習慣改善の必要性との関係 ※2 から、追加的に保健指導のレベルを

決定する。 

 

※1 生活習慣改善の必要性を判断するための質問票

質問項目 はい  いいえ 判定

１．20 歳の時の体重から 10 ㎏以上増加している はい(1 点) いいえ(0 点) 1 点

２．１回３０分以上の軽く汗をかく運動を週２日以上、１年

以上実施 

３．日常生活において歩行又は同等の身体活動を１日１時間

以上実施 

４．同世代の同性と比較して歩く速度が速い

はい   いいえ 

はい   いいえ 

はい   いいえ

 全て 

「いいえ」

は 1 点

５．たばこを吸っている はい(1 点) いいえ(0 点) １点

合     計 ＊点

 

なお、本質問票は自記式を想定しており、回答の際の目安については、別途Q&Aを作成し、提示し て

いく。 

 

 

 

 

ステップ３ 

 ステップ１、２から保健指導レベルをグループ分け 

(1)の場合 

 ①～④のリスクのうち 

  追加リスクが  ２以上の対象者は    積極的支援レベル 

            １の対象者は    動機づけ支援レベル

            ０の対象者は    情報提供レベル     とする。 

 

(2)の場合 

 ①～④のリスクのうち 

  追加リスクが  ３以上の対象者は    積極的支援レベル 

          １又は２の対象者は   動機づけ支援レベル 

          ０の対象者は      情報提供レベル     とする。 
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※2 健診結果の保健指導レベルと質問項目の合計点数による保健指導の判定 

健診結果の保健指導レベル 

 

 

情報提供 

レベル 

動機づけ支援 

レベル 

積極的支援 

レベル 

 

3

点 
   

 

2

点 
   

 

1

点 
   

質
問
項
目
の
合
計
点
数 

 

0

点 
  ※  

※ 印の該当者については、状況を確認の上、医療機関受診を検討する。 

 

対象者が医療機関で治療中の場合も、医療機関と連携を図り、医療機関で保健指導が十
分できない場合等には、主治医の指示の下、必要な保健指導が確保されるよう調整を行
うことが望ましい。 
なお、現在治療を行っている医療機関は、診療報酬上の生活習慣病管理料や管理栄養士
による外来栄養食事指導料、集団栄養食事指導料等を積極的に活用することが望まれる。
また、医療保険者は、生活習慣病管理料等の情報を積極的に活用することが望まれる。

 
（例：高血圧の治療中であっても、血糖にリスクがある場合は、糖尿病予防のための保

健指導が必要であり、医療機関と連携した上で、必要な保健指導が確保されるよ
う調整することが重要。） 

 
詳細な健診（精密健診） 

  現行の老人保健事業での基本健康診査における判断基準を踏まえた一定の基準の下、
重症化の進展を早期にチェックするため、医師が必要と判断した場合は、詳細な健診（精
密健診）として、眼底検査、心電図等のうちから選択的に行うこととする。 

 
受診勧奨 

検査結果が、 
①血糖     a空腹時血糖     126mg/dl以上 又は  
         b随時血糖の場合   180mg/dl以上 又は  
         c HbA1c          6.1％ 以上     

②脂質     a 中性脂肪      150mg/dl 以上 又は 
         b HDL コレステロール 40mg/dl 未満 

③血圧     a 収縮期       140mmHg 以上 又は 
         b 拡張期        90mmHg 以上 

④血清尿酸               8.0mg/dl 以上 
⑤LDL コレステロール          140mg/dl 以上 

 
の場合で、治療が行われていない場合は、心血管病の進行予防（心疾患、脳卒中等の重
症化予防）のために治療が必要であることを指導し、治療の中断による重症化が起きな
いよう保健指導を継続することが重要である。 

なお、治療中であっても重症化を予防するためには生活習慣の改善が重要であること

から、現在治療を行っている医療機関は、診療報酬における生活習慣病管理料や管理栄

養士による外来栄養食事指導料、集団栄養食事指導料等を積極的に活用することが望ま

 

 

 
ステップ４ 

○ 血圧降下剤等を服薬中の者（質問票等において把握）については、継続的に医療

機関を受診しており、栄養、運動等を含めた必要な保健指導については、医療機関

において継続的な医学的管理の一環として行われることが適当であるため、医療保

険者による特定保健指導の対象としない。 

医療機関においては、生活習慣病管理料、管理栄養士による外来栄養食事指導料、

集団栄養食事指導料等を活用することが望ましい。 

なお、特定保健指導とは別に、医療保険者が、生活習慣病の有病者・予備群を減

少させるために、必要と判断した場合には、主治医の依頼又は、了解の下に、保健

指導を行うことができる。 

 

○ 市町村の一般衛生部門においては、主治医の依頼又は、了解の下に、医療保険者

と連携し、健診データ・レセプトデータ等に基づき、必要に応じて、服薬中の者の

住民に対する保健指導を行うべきである。 

 

○ 前期高齢者（６５歳以上７５歳未満）については、①予防効果が多く期待できる

６５歳までに、特定保健指導が既に行われてきていると考えられること、②日常生

活動作能力、運動機能等を踏まえ、ＱＯＬの低下に配慮した生活習慣の改善が重要

であること等の理由から、積極的支援の対象となった場合でも動機づけ支援とす

る。 

 
３）留意事項 

 ○ 医療保険者の判断により、動機づけ支援、積極的支援の対象者以外の者に対しても、

保健指導を実施することができる。 

 

○ 市町村の一般衛生部門においては、医療保険者と連携し、健診結果等のから、医療

機関を受診する必要があるにもかかわらず、医療機関を受診していない者に対する対

策、特定保健指導対象者以外の者に対する保健指導等を行うべきである。 

 
○ 特定保健指導の対象者のうち「積極的支援」が非常に多い場合は、健診結果、質問

票等によって、生活習慣の改善により予防効果が大きく期待できる者を明確にし、優

先順位をつけ保健指導を実施すべきである（第３編参照）。 

 
○ 保健指導を実施する際に、健診機関の医師が医療機関を直ちに受診する必要がある

と判断しているにもかかわらず、保健指導対象者が、医療機関を受診していない場合

は、心血管病の進行予防（心疾患、脳卒中等の重症化予防）のために治療が必要であ

ることを指導することが重要である。 

 

○ また、健診データ・レセプトデータ等に基づき、治療中断者を把握し、心血管病の

進行予防（心疾患、脳卒中等の重症化予防）のために治療の継続が必要であることを

指導することが重要である。 

積極的支援 

 

動機づけ支援 

 

情報提供 
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れる。医療機関で保健指導が十分できない場合等には、保健指導が確実に確保されるよ
う、医療機関と調整することが望ましい。 

また、医療保険者は、生活習慣病管理料等の情報を積極的に活用することが望まれる。

 

 

３）留意事項 

 ○ 健保組合や市町村などで、すべての対象者に対して、「動機づけ支援」（個別面接）

を行っている場合など、既に濃厚な保健指導を行っている場合は、あえて「情報提供」

のみの対象者を選定する必要はない。 

 

○ 保健指導の対象者のうち「積極的支援」が非常に多い場合は、健診結果によって優

先順位をつけ、最も必要な対象者に絞ることも差し支えない。ただし、年次計画を立

て、保健指導が必要な対象者に対しては、必ず保健指導が実施されるよう配慮する。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４）その他 

 健診結果の通知 

  医療保険者は、健診結果について、異常値を示している項目、異常値の程度、異常値

が持つ意義等について、わかりやすく受診者に通知する必要がある。 

 その際、健診機関は、別紙５に示す判定基準に、機械的に受診者の健診結果を判定値

に当てはめるのではなく、検査結果の持つ意義（例：血圧については、白衣高血圧等の

問題があり、再測定が重要であること、中性脂肪については、直前の食事摂取に影響を

受けること、血糖値については、受診勧奨判定値を超えていれば、直ちに医療機関を受

診する必要があること）、異常値の程度、年齢等を考慮した上で、医療機関を受診する

必要性を個別に医師が判断し、受診者に通知することが重要である。 

また、受診勧奨判定値を超えた場合でも、軽度の高血圧（収縮期血圧１４０～１５９

mmHg、拡張期血圧９０～９９mmHg）等であれば、服薬治療よりも、生活習慣の改

善を優先して行うことが一般的であり、特定保健指導の対象となった者については、健

診機関の医師の判断により、保健指導を優先して行い、効果が認められなかった場合に、

必要に応じて、受診勧奨を行うことが望ましい。 

 

詳細な健診 

  判断基準を踏まえた一定の基準の下、重症化の進展を早期にチェックするため、医師

が必要と判断した場合は、詳細な健診として、眼底検査、心電図等のうちから選択的に

行うこととする。 

 なお、健診機関は、基準を機械的に適用するのではなく、詳細な健診を行う必要性を

個別に医師が判断することとし、その判断理由等を医療保険者に通知するとともに、受

診者に説明することとする。 

 

肝機能検査等の取扱い 

ＬＤＬコレステロール、ＡＳＴ、ＡＬＴ、γ－GＴ等の階層化に用いられない検査結

果についても、保健指導判定値を超えている場合には、特定保健指導の際に、検査結果

に応じて、その病態、生活習慣の改善する上での留意点等をわかりやすく説明する必要

がある。 
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第４章 健診の精度管理 

内部精度管理と外部精度管理の実施 

（１）基本的考え方 

 内部精度管理、外部精度管理について、健診実施者は、「健康増進事業実施者に対する

健康診査の実施等に関する指針」における精度管理に関する事項に準拠して、精度管理

を行うものとする。 

 

（２）内部精度管理 

 内部精度管理については、原則として、特定非営利活動法人日本臨床検査標準協議会

（ＪＣＣＬＳ）、独立行政法人産業技術研究所が開発した標準物質を使用し、トレーサビ

リティも含めた十分な内部精度管理が定期的に行われ、検査値の精度が保証されている

ことが必要である。 

 

（３）外部精度管理 

 外部精度管理については、現在実施されている種々の外部精度管理事業（日本医師会、

日本臨床検査技師会、全国労働衛生団体連合会など）を定期的に受け、検査値の精度が

保証された結果であることが必要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４章 健診の精度管理 

内部精度管理と外部精度管理の実施 

（１）基本的考え方 

 内部精度管理、外部精度管理について、健診実施者は、「健康増進事業実施者に対す

る健康診査の実施等に関する指針」における精度管理に関する事項に準拠して、精度管

理を行うものとする。 

 

（２）内部精度管理 

 内部精度管理については、原則として、特定非営利活動法人日本臨床検査標準協議会

（ＪＣＣＬＳ）、独立行政法人産業技術研究所が開発した標準物質を使用し、トレーサ

ビリティも含めた十分な内部精度管理が定期的に行われ、検査値の精度が保証されてい

ることが必要である。 

 

（３）外部精度管理 

 外部精度管理については、現在実施されている種々の外部精度管理事業（日本医師会、

日本臨床検査技師会、全国労働衛生団体連合会など）を定期的に受け、検査値の精度が

保証された結果であることが必要である。 

 

 

（参 考） 

精度管理とは、健康診査の精度を保つため、その実施手順、検査の方法、検体の採取

や保存の条件、検査用機械器具、試薬、標準物質等が同一のものとなるように管理する

ことをいう。 

 これを同一の施設内で行うことを内部精度管理といい、複数の施設間で行うことを外

部精度管理という。 
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（参考）「健康増進事業実施者に対する健康診査の実施等に関する指針」 

（平成１６年厚生労働省告示第２４２号）（抄） 

 

第二 健康診査の実施に関する事項 

二 健康診査の精度管理 

１ 健康増進事業実施者は、健康診査の精度管理(健康診査の精度を適正に保つことをいう。以下同

じ。)が生涯にわたる個人の健康管理の基盤として重要であることにかんがみ、健康診査における

検査結果の正確性を確保するとともに、検査を実施する者や精度管理を実施する者が異なる場合

においても、受診者が検査結果を正確に比較できるようにすること。また、必要のない再検査及

び精密検査を減らす等必要な措置を講じることにより健康診査の質の向上を図ること。 

２ 健康増進事業実施者は、健康診査を実施する際には、この指針に定める内部精度管理(健康診査

を行う者が自身で行う精度管理をいう。以下同じ。)及び外部精度管理(健康診査を行う者以外の

者が行う精度管理をいう。以下同じ。)を適切に実施するよう努めること。また、当該精度管理の

実施状況を当該健康増進事業の対象者に周知するよう努めること。 

３ 健康増進事業実施者は、健康診査の実施に関する内部精度管理として、次に掲げる事項を考慮

した規程を作成する等適切な措置を講じるよう努めること。 

(一) 健康診査の実施の管理者の配置等管理体制に関する事項 

(二) 健康診査の実施の手順に関する事項 

(三) 健康診査の安全性の確保に関する事項 

(四) 検査方法、検査結果の基準値、判定基準等検査結果の取扱いに関する事項 

(五) 検体の採取条件、検体の保存条件、検体の提出条件等検査の実施に関する事項 

(六) 検査用機械器具、試薬、標準物質等の管理について記録すること及びその記録を保存するこ

とに関する事項 

(七) 検査結果の保存及び管理に関する事項 

４ 健康増進事業実施者は、健康診査に関する外部精度管理として、全国規模で実施される外部精

度管理調査を定期的に受けること、複数の異なる外部精度管理調査を受けること等により、自ら

実施する健康診査について必要な外部精度管理を実施するよう努めること。 

５ 健康増進事業実施者は、健康診査の実施の全部又は一部を委託する場合は、委託先に対して前

二号に規定する内部精度管理及び外部精度管理を適切に実施するよう要請するとともに、当該内

部精度管理及び外部精度管理を適切に実施しているかについての報告を求める等健康診査の実施

につき委託先に対して適切な管理を行うこと。 

６ 健康増進事業実施者は、研修の実施等により健康診査を実施する者の知識及び技能の向上を図

るよう努めること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（参考）「健康増進事業実施者に対する健康診査の実施等に関する指針」 

（平成１６年厚生労働省告示第２４２号）（抄） 

 

第二 健康診査の実施に関する事項 

二 健康診査の精度管理 

１ 健康増進事業実施者は、健康診査の精度管理(健康診査の精度を適正に保つことをいう。以下同

じ。)が生涯にわたる個人の健康管理の基盤として重要であることにかんがみ、健康診査における

検査結果の正確性を確保するとともに、検査を実施する者や精度管理を実施する者が異なる場合

においても、受診者が検査結果を正確に比較できるようにすること。また、必要のない再検査及

び精密検査を減らす等必要な措置を講じることにより健康診査の質の向上を図ること。 

２ 健康増進事業実施者は、健康診査を実施する際には、この指針に定める内部精度管理(健康診査

を行う者が自身で行う精度管理をいう。以下同じ。)及び外部精度管理(健康診査を行う者以外の

者が行う精度管理をいう。以下同じ。)を適切に実施するよう努めること。また、当該精度管理の

実施状況を当該健康増進事業の対象者に周知するよう努めること。 

３ 健康増進事業実施者は、健康診査の実施に関する内部精度管理として、次に掲げる事項を考慮

した規程を作成する等適切な措置を講じるよう努めること。 

(一) 健康診査の実施の管理者の配置等管理体制に関する事項 

(二) 健康診査の実施の手順に関する事項 

(三) 健康診査の安全性の確保に関する事項 

(四) 検査方法、検査結果の基準値、判定基準等検査結果の取扱いに関する事項 

(五) 検体の採取条件、検体の保存条件、検体の提出条件等検査の実施に関する事項 

(六) 検査用機械器具、試薬、標準物質等の管理について記録すること及びその記録を保存する

ことに関する事項 

(七) 検査結果の保存及び管理に関する事項 

４ 健康増進事業実施者は、健康診査に関する外部精度管理として、全国規模で実施される外部精

度管理調査を定期的に受けること、複数の異なる外部精度管理調査を受けること等により、自ら

実施する健康診査について必要な外部精度管理を実施するよう努めること。 

５ 健康増進事業実施者は、健康診査の実施の全部又は一部を委託する場合は、委託先に対して前

二号に規定する内部精度管理及び外部精度管理を適切に実施するよう要請するとともに、当該内

部精度管理及び外部精度管理を適切に実施しているかについての報告を求める等健康診査の実施

につき委託先に対して適切な管理を行うこと。 

６ 健康増進事業実施者は、研修の実施等により健康診査を実施する者の知識及び技能の向上を図

るよう努めること。 
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第５章 健診データ等の電子化 

（１）健診データ提出の電子的標準様式 

（健診機関等→医療保険者、医療保険者→医療保険者） 

 

１）基本的考え方 

○ 今後の新たな健診における、健診データの流れとして以下の場面が考えられる。 

（ 別紙６ 参照）

 

 ① 健康診査実施機関・保健指導実施機関→医療保険者〔法第 28 条〕 

 

 ②（被扶養者の健診を行った）医療保険者 

→（被扶養者所属の）医療保険者〔法第 26 条〕 

 

 ③（異動元の）医療保険者→（異動先の）医療保険者〔法第 27 条〕 

 

 ④ 労働安全衛生法に基づく健診を実施した事業者 

→（当該労働者所属の)医療保険者〔法第 27 条〕 

 

また、健康診査等の実施状況などについては、以下の流れが考えられる。 

 ⑤ 医療保険者→国、都道府県〔法第 15 条〕、支払基金〔法第 142 条〕 

 

  ※〔 〕内の法とは、「高齢者の医療の確保に関する法律」。 

 

○ 今回の新たな健診において、医療保険者には、被保険者の健診を実施する様々な健

診機関や、被扶養者の健診を実施する他の医療保険者、さらには労働安全衛生法に基

づく健診を実施する事業者などから、健診データが送付されてくることとなり、複数

の経路で複雑に情報のやりとりが行われる。このことから、データの互換性を確保し、

継続的に多くのデータを蓄積していくためには、国が電子的な標準様式を設定するこ

とが望ましいと考えられる。 

 

○ さらに、医療保険者ごとに健診・保健指導の実績を評価する際にも、膨大なデータ

を取り扱うことから、電子的標準様式が設定されることが必要と考えられる。 

 

○ また、電子的標準様式は、将来的に健診項目の変更、追加、削除、順番の変更等が

あっても対応が容易となるよう定めることが必要である。 

 

○ 個人情報の保護には十分に留意する。 

 

○ 人間ドック等他の健診のデータも、この電子的標準様式で収集できるようにする。

 

 ○ 収集された電子的情報はバックアップのために、複数の場所に保存する。 
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１）基本的考え方 

○ 今後の新たな健診における、健診データの流れとして以下の場面が考えられる。 

（ 別紙６ 参照）

 

 ① 健康診査実施機関・保健指導実施機関→医療保険者〔法第 28 条〕 

 

 ②（被扶養者の健診を行った）医療保険者 

→（被扶養者所属の）医療保険者〔法第 26 条〕 

 

 ③（異動元の）医療保険者→（異動先の）医療保険者〔法第 27 条〕 

 

 ④ 労働安全衛生法に基づく健診を実施した事業者 

→（当該労働者所属の)医療保険者〔法第 27 条〕 

 

また、健康診査等の実施状況などについては、以下の流れが考えられる。 

 ⑤ 医療保険者→国、都道府県〔法第 15 条〕、支払基金〔法第 142 条〕 

 

  ※〔 〕内の法とは、「高齢者の医療の確保に関する法律」。 

 

○ 今回の新たな健診において、医療保険者には、被保険者の健診を実施する様々な健

診機関や、被扶養者の健診を実施する他の医療保険者、さらには労働安全衛生法に基

づく健診を実施する事業者などから、健診データが送付されてくることとなり、複数

の経路で複雑に情報のやりとりが行われる。このことから、データの互換性を確保し、

継続的に多くのデータを蓄積していくためには、国が電子的な標準様式を設定するこ

とが望ましいと考えられる。 

 

○ さらに、医療保険者ごとに健診・保健指導の実績を評価する際にも、膨大なデータ

を取り扱うことから、電子的標準様式が設定されることが必要と考えられる。 

 

○ また、電子的標準様式は、将来的に健診項目の変更、追加、削除、順番の変更等が

あっても対応が容易となるよう定めることが必要である。 

 

○ 個人情報の保護には十分に留意する。 

 

○ 人間ドック等他の健診のデータも、この電子的標準様式で収集できるようにする。

 

 ○ 収集された電子的情報はバックアップのために、安全性の確保された複数の場所に

保存することが望ましい。 
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２）具体的な様式 

○ 前ページ①「健診機関等→医療保険者」の提出様式は、以下の要件を満たす「別添

の様式」（ 別紙７、別紙８ ）とする。 

・ 特定のメーカーのハード、ソフトに依存しない形式にすること 

・ 将来、システム変更があった場合でも対応が可能な形式にすること 

・ 健診機関、医療保険者等の関係者が対応できる方式とすること 

※ 研究班等で作成したフリーソフトを配布する。 

 

○ 前ページ②、③、④の提出様式についても、同様の標準様式ですることを考慮する。

 

○ 前ページ⑤の提出様式については、国、都道府県においては、「健康日本 21」及び

都道府県健康増進計画の見直し及び進捗状況の把握のために、各医療保険者から健

診・保健指導実施状況報告が必要であり、そのための標準様式も必要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２）具体的な様式 

○ 前ページ①「健診機関等→医療保険者」の提出様式は、以下の要件を満たす「別添

の様式」（ 別紙７、別紙８ ）とする。 

・ 特定のメーカーのハード、ソフトに依存しない形式にすること 

・ 将来、システム変更があった場合でも対応が可能な形式にすること 

・ 健診機関、医療保険者等の関係者が対応できる方式とすること 

※ 研究班等で作成したフリーソフトを配布する。 

 

○ 前ページ②、③、④の提出様式についても、同様の標準様式ですることを考慮する。

 

○ 前ページ⑤の提出様式のうち、国、都道府県が、全国医療費適正化計画及び都道府

県医療費適正化計画の進捗状況や実績の評価のために、各医療保険者から収集する健

診・保健指導実施状況については、各医療保険者から支払基金への報告様式を利用す

ることが考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
標準的な健診・保健指導プログラム（暫定版） 修正案 

（２）健診項目の標準コードの設定 

 

１）基本的考え方 

○ 今後の新たな健診において、電子化された膨大な健診データが継続的に取り扱われ

ることになる。その際に、健診項目についても、標準的な表記方法で皆が統一的に使

用しなければ、同一の検査であるかどうかについて、電子的に判断できない。そのた

め、標準的な表記方法として健診項目ごとに標準コードを設定することが必要となる。

 

 ○  血液検査データの標準コードは日本臨床検査医学会が作成した JLAC10（ジェイラ

ックテン）を標準的なものとする。 

 

 ○ 質問票についても、標準的な質問項目の設定とその標準コードの設定が必要である。

 

２）具体的な標準コード 

○ 血液検査データについては、既存の JLAC10 コード（運用コード）を使用する。

 

○ 質問項目、身長等の JLAC10 コードのない項目については、JLAC10 のコード体

系に準じたコードを検討し、標準コードとして設定する。 

 

※  なお、国がフォーマットを定め、上記標準コードはタグの“名称”が決定していることから、

標準コード不要論もあるが、今後の拡張性を考慮し、利用する。 

 

 

（参考） 

標準コードの例。（JLAC10 の運用コード〔6 桁〕を使用） 

303610 トリグリセライド 

303850 ＨＤＬコレステロール 

303890 ＬＤＬコレステロール 

300340 ＡＳＴ（ＧＯＴ） 

300390 ＡＬＴ（ＧＰＴ） 

300690 γーＧＴ（γーＧＴＰ） 

302110 クレアチニン(血清) 

302700 空腹時血糖 

302710 随時血糖 

302880 HbA1ｃ 

3021８0 尿酸(血清) 

 

 

 

（２）健診項目の標準コードの設定 

 

１）基本的考え方 

○ 今後の新たな健診において、電子化された膨大な健診データが継続的に取り扱われ

ることになる。その際に、健診項目についても、標準的な表記方法で皆が統一的に使

用しなければ、同一の検査であるかどうかについて、電子的に判断できない。そのた

め、標準的な表記方法として健診項目ごとに標準コードを設定することが必要となる。

 

 ○  血液検査データの標準コードは日本臨床検査医学会が作成した JLAC10（ジェイラ

ックテン）を標準的なものとする。 
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○ 血液検査データについては、既存の JLAC10 コード（運用コード）を使用する。

 

○ 質問項目、身長等の JLAC10 コードのない項目については、JLAC10 のコード体

系に準じたコードを検討し、標準コードとして設定する。 

 

※ なお、国がフォーマットを定め、上記標準コードはタグの“名称”が決定していることから、

標準コード不要論もあるが、今後の拡張性を考慮し、利用する。 
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標準コードの例。（JLAC10 の運用コード〔6 桁〕を使用） 

303610 トリグリセライド 

303850 ＨＤＬコレステロール 

303890 ＬＤＬコレステロール 
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300390 ＡＬＴ（ＧＰＴ） 
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302880 HbA1ｃ 
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（３）健診機関・保健指導機関コードの設定 

１）基本的考え方 

○ 医療保険者が被保険者の健診データを管理するためには、健診機関ごとのデータを

一括で管理することになる。特に、被保険者の医療保険者間異動があった場合、医療

保険者毎に異なった健診機関、保健指導機関のコードを設定していては、十分な分析

と評価が出来ない恐れがある。 

 

○ 糖尿病等の生活習慣病有病者・予備群を確実に減らすためには、事業の評価を行う

ため、健診機関、保健指導機関毎のデータ比較が可能となるよう、健診機関、保健指

導機関コードの設定が必要と考えられる。 

 

○ なお、医療機関の場合は、既にある保険医療機関コードを活用することが考えられ

るが、二重に発番がなされていないことを確認する必要がある。 

 

２）具体的なコードの設定 

都道府県や国が健診機関コード、保健指導機関コードを設定することは事務的に

困難と考えられるため、 

① 健診機関が医療機関の場合は、保険医療機関番号を代用し、保険医療機関として登

録がなされていない健診機関や保健指導機関については、例えば、既存の電話番号を

利用することで対応する 

② 第三者機関が別途、新たに発行する 

等の方法が可能かどうか検討を行う。 

 

○具体的な健診機関コードの設定手順 

・ 保険医療機関である場合、既存の保険医療機関コードを活用して、 

「都道府県番号（2 桁）＋000(3 桁)＋固有番号（7 桁）＋登録年（2 桁）＋種別番

号（1 桁、医科なら 1）の計 15 桁」とする。 

※ 二重発番の可能性もあるため、制度開始時（2008（平成２０）年４月１日）に存在する

保険医療機関は、固有番号の後ろに 08（2 桁）、2008（平成２０）年度以降新たに登録

された保険医療機関については、発番された年の西暦下 2 桁を置く。 

・ 保険医療機関としてのコードを有さない機関については、000(3 桁)＋固有番号（7

桁）の部分を、機関の所有する既存の番号（電話番号の下 10 桁※）に置き換え、コ

ードとする。 

※ 以後、電話番号が変更されても最初に登録した電話番号を使い続けることが必要と考え

る。 

 ・ 保健指導のみ実施する機関については、1 桁の新たな種別番号を設定する必要があ

る。 

 

○健診機関コード情報の収集・台帳の整理 

都道府県毎の保険者協議会等において、上記の手順に従ったコード設定を行い、健

診機関コード情報を収集・整理していくこととする。 

 

（３）健診機関・保健指導機関コードの設定 

１）基本的考え方 

○ 医療保険者が被保険者の健診データを管理するためには、健診機関ごとのデータを

一括で管理することになる。特に、被保険者の医療保険者間異動があった場合、医療

保険者毎に異なった健診機関、保健指導機関のコードを設定していては、十分な分析

と評価が出来ない恐れがある。 

 

○ 糖尿病等の生活習慣病有病者・予備群を確実に減らすためには、事業の評価を行う

ため、健診機関、保健指導機関毎のデータ比較が可能となるよう、健診機関、保健指

導機関コードの設定が必要と考えられる。 

 

○ なお、医療機関の場合は、既にある保険医療機関コードを活用することが考えられ

るが、二重に発番がなされていないことを確認する必要がある。 

 

２）具体的なコードの設定 

都道府県や国が健診機関コード、保健指導機関コードを設定することは事務的に

困難と考えられるため、 

① 健診機関が医療機関の場合は、保険医療機関番号を代用し、保険医療機関として登

録がなされていない健診機関や保健指導機関については、例えば、既存の電話番号を

利用することで対応する 

② 第三者機関が別途、新たに発行する 

等の方法が可能かどうか検討を行う。 

 

○具体的な健診機関コードの設定手順 

・ 保険医療機関である場合、既存の保険医療機関コードを活用して、 

「都道府県番号（2 桁）＋000(3 桁)＋固有番号（7 桁）＋登録年（2 桁）＋種別番

号（1 桁、医科なら 1）の計 15 桁」とする。 

※ 二重発番の可能性もあるため、制度開始時（2008（平成２０）年４月１日）に存在す

る保険医療機関は、固有番号の後ろに 08（2 桁）、2008（平成２０）年度以降新たに登

録された保険医療機関については、発番された年の西暦下 2 桁を置く。 

・ 保険医療機関としてのコードを有さない機関については、000(3 桁)＋固有番号（7

桁）の部分を、機関の所有する既存の番号（電話番号の下 10 桁※）に置き換え、コ

ードとする。 

※ 以後、電話番号が変更されても最初に登録した電話番号を使い続けることが必要と考え

る。 

 ・ 保健指導のみ実施する機関については、1 桁の新たな種別番号を設定する必要があ

る。 

 

○健診機関コード情報の収集・台帳の整理 

支払基金、国保連合会等の特定健診・保健指導の支払いを代行する機関において、

上記の手順に従ったコード設定を行い、健診機関コード情報を一元的に収集・整理す

ると共に関係者間で共有していくことが考えられる。 

 



標準的な健診・保健指導プログラム（暫定版） 修正案 

（４）生涯を通じた健診情報のデータ管理を行う場合の留意点 

１）基本的考え方 

○ 医療保険者、被保険者・被扶養者が生涯を通じて健康情報を活用できるユニークコ

ード（「健診データ登録番号」）の設定は、個人情報の保護に十分配慮して行う必要が

ある。 

 

○ 健診データのやりとりは複数の経路で複雑に行われ、継続的にデータを蓄積してい

くこととなり、同一人物のものであるかどうかを確認して行く必要があることから、

一意性を保つことができる整理番号の設定やデータの互換性が必要である。 

 

＜健診データのやりとり＞ 

① 健康診査実施機関・保健指導実施機関→医療保険者〔法第 28 条〕 

② （被扶養者の健診を行った）医療保険者→（被扶養者の所属する）医療保険者〔法第 26 条〕

③ （異動元の）医療保険者→（異動先の）医療保険者〔法第 27 条〕 

④ 労働安全衛生法に基づく健診を行った事業者 

→（当該労働者の所属する）医療保険者〔法第 27 条〕 

※〔 〕内の法とは、「高齢者の医療の確保に関する法律」。 

（なお、⑤医療保険者→国、都道府県等については、第４編第３章を参照。） 

 

２）健診データ登録番号の設定手順 

医療保険者は、被保険者・被扶養者ごとに健診データを整理するため、一定のルール

に基づき、一意性を保つことができる登録番号の設定を以下の手順で行う。 

 

○ 既存の保険者番号（法別番号と都道府県番号を含んだ 8 桁の数字）と一意性のある

個人の固有番号（例：現在被保険者・被扶養者が使用している被保険者番号、職員番

号、健診整理番号など）を併せて健診データ登録番号とする。 

 

○ 固有番号は、一度個人に発行した後は、その同じ番号を別の個人に再発行しないこ

とが必要である。例えば、被保険者番号の場合は発行年度の西暦の下２桁を追加する

ことで一意性を保つことができると考えられる。 

 

○ 被保険者番号では個人毎の番号でない場合もあるため、枝番号を追加することで対

応することが考えられる。 

 

○ 医療保険者間を異動した場合は、前に所属していた医療保険者で使用していた健診

データ登録番号（例：平成 20 年４月 1 日現在に所属していた医療保険者で交付され

た番号）が健診データとともに持ち運ばれることで、異動後の医療保険者は被保険者

の健診データを管理することが可能となる。 

 

○ また、被保険者の希望により異動したところで全く新しい番号を発行してもらうこ

とも可能となると考えられる。 

 

（４）生涯を通じた健診情報のデータ管理を行う場合の留意点 

１）基本的考え方 

○ 医療保険者は、被保険者・被扶養者ごとに健診データを整理するため、一意性を保

つことができる個人の固有番号を利用することが考えられる。なお、この場合は、個

人情報の保護に十分配慮して行う必要がある。 

 

２）個人の固有番号等を利用する場合の考え方 

○ 既存の保険者番号（法別番号と都道府県番号を含んだ 8 桁の数字）と一意性のある

個人の固有番号（例：現在被保険者・被扶養者が使用している被保険者の記号・番号、

職員番号、健診整理番号など）を用いる。 

 

○ 固有番号は、一度個人に発行した後は、その同じ番号を別の個人に再発行しないこ

とが必要である。例えば、被保険者番号の場合は発行年度の西暦の下２桁を追加する

ことで一意性を保つことができると考えられる。 

 

○ 被保険者証の記号・番号が個人毎の番号となっていない場合もあるため、生年月日

やカタカナ名等、他の項目と組み合わせて個人を識別するか、枝番号を追加すること

で対応することが考えられる。 

 

○ 医療保険者間を異動した場合は、前に所属していた医療保険者において、健診デー

タ管理に用いられて記号・番号を、異動した医療保険者において新しい被保険者番号

等を発行し、差し替えることで、異動後の医療保険者は被保険者の健診データを管理

することが可能となる。 
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（５）特定健診における健診結果の保存年限 

 

１）基本的考え方 

○ 蓄積された健診データを使用することにより効果的・効率的な健診・保健指導を実

施することが可能となると考える。また、生涯を通じた自己の健康管理の観点からも

継続的な健診データが必要である。 

 

○ このため、原則として、医療保険者は被保険者の生涯（４０歳から７４歳）を通じ

てデータを保存し参照できるようにする。 

 

２）具体的な保存年限 

① ４０歳から７４歳までの被保険者・被扶養者が加入者となっている限りは当該医療

保険者が保存 

② 医療保険者の被保険者でなくなった時以降は、次の医療保険者に引き継がれるまで

か、空白期間ができるだけ生じないよう、例えば 1 年程度の一定期間が経過するまで

保存 

③ 原則、４０歳以降の全データを次の医療保険者へ引き継ぐ 

等の考え方を原則として、関係機関（医療保険者団体等）と調整の上、具体的な保存年

限を設定していく。 

 

〔参考〕他制度における保存年限 

・老人保健法（老健事業） 

基本健康診査 特段の規定なし 

がん検診   3 年間（通知） 

・労働安全衛生法（事業者健診） 

   一般定期健康診断 5 年間（規則） 

   特殊健診 5 年、7 年（じん肺）、30 年（放射線、石綿、特定化学物質の一部） 

   ※じん肺 5 年→7 年（S53） 

    理由：少なくとも前２回分の記録（3 年以内毎の健診）が必要であるから。 

・政管健保 生活習慣病予防検診 5 年を目途 

・診療録（カルテ） 5 年間（医師法第 24 条） 

・レセプト（診療報酬明細書等） 5 年間（政府管掌健康保険、国民健康保険） 

（健康保険組合は、組合毎に適当な保存期間を設定できる） 

 

例: 兵庫県尼崎市役所においては、職員の健診記録は原則として、在籍している限り保存するこ 

  ととなっている。この長期保存データを遡って見た場合、心筋梗塞等の重症化した者は、10

    年以上前から肥満があり、中性脂肪も併せて高いことなどが確認され、早期の段階で介入すれ

    ば予防することができたのではないかという評価が可能となり、さらに、今後同様の状況にあ

る者に対して、優先的に介入するなどの戦略を立てることができる。 

 

 

５）特定健診における健診結果の保存年限の考え方 

 

１）基本的考え方 

○ 医療保険者は、蓄積された健診データを使用することにより効果的・効率的な健

診・保健指導を実施することが可能となると考える。また、被保険者・被扶養者は、

生涯を通じた自己の健康管理の観点から、継続的な健診データが必要である。 

 

○ このため、医療保険者や被保険者・被扶養者は、できる限り長期間、健診データを

保存し参照できるようにすることが望ましい。 

 

２）具体的な保存年限 

① ４０歳から７４歳までの被保険者・被扶養者が加入者となっている限りは当該医療

保険者が保存することが望ましい。 

② 医療保険者の被保険者でなくなった時以降は、次の医療保険者に引き継がれるまで

か、空白期間ができるだけ生じないよう、例えば 1 年程度の一定期間が経過するまで

保存する必要がある。 

③ 被保険者が希望する場合には、４０歳以降の全データを次の医療保険者へ引き継ぐ

必要がある。 

④ 他法令の健康診断結果等の保存年限等を参考とした上で、関係機関（医療保険者団

体等）の意見を踏まえ、具体的な保存年限を設定していく必要がある。 

 

〔参考〕他制度における保存年限 

・老人保健法（老健事業） 

基本健康診査 特段の規定なし 

がん検診   3 年間（通知） 

・労働安全衛生法（事業者健診） 

   一般定期健康診断 5 年間（規則） 

   特殊健診 5 年、7 年（じん肺）、30 年（放射線、特定化学物質の一部）、40 年（石綿）

   ※じん肺 5 年→7 年（S53） 

    理由：少なくとも前２回分の記録（3 年以内毎の健診）が必要であるから。 

・政管健保 生活習慣病予防検診 5 年を目途 

・診療録（カルテ） 5 年間（医師法第 24 条） 

・レセプト（診療報酬明細書等） 5 年間（政府管掌健康保険、国民健康保険） 

（健康保険組合は、組合毎に適当な保存期間を設定できる） 

 

例: 兵庫県尼崎市役所においては、職員の健診記録は原則として、在籍している限り保存するこ

 ととなっている。この長期保存データを遡って見た場合、心筋梗塞等の重症化した者は、10 年

 以上前から肥満があり、中性脂肪も併せて高いことなどが確認され、早期の段階で介入すれば

 予防することができたのではないかという評価が可能となり、さらに、今後同様の状況にあ る者

に対して、優先的に介入するなどの戦略を立てることができる。 



 
標準的な健診・保健指導プログラム（暫定版） 修正案 

第６章 健診の実施に関するアウトソーシング 

（１）基本的考え方 

 ○ アウトソーシングを推進することにより、利用者の利便性に配慮した健診（例えば、

土日・祝日に行うなど）を実施するなど対象者のニーズを踏まえた対応が可能となり、

健診の受診率の向上が図られる。一方で、精度管理が適切に行われないなど健診の質

が考慮されない価格競争となることも危惧されるため、質の低下に繋がることがない

よう委託先における健診の質を確保することが不可欠である。 

 

○ 医療保険者が事業者 1 へ健診の実施を委託する場合には、委託基準を作成し、本プ

ログラムに定める内容の健診が適切に実施される事業者を選定する必要がある。なお、

健診・保健指導の事業の企画及び評価については医療保険者自らが行う。 

 

 ○ 委託先の事業者は、健診の実施機関ごとに測定値及びその判定等が異ならないよう、

健診の精度管理を適切に行う必要がある。 

 

 ○ 医療保険者は、委託契約期間中には、健診が適切に実施されているかについてモニ

タリングを行うことが重要である。 

 

○ 個人情報については、その性格と重要性を十分認識し、適切に取り扱わなければな

らず、特に、医療分野は、「個人情報の保護に関する基本方針」（平成１６年４月２日

閣議決定）等において、個人情報の性質や利用方法等から、特に適正な取扱いの厳格

な実施を確保する必要がある分野の一つとされていることから、委託先の事業者は個

人情報を適切に取り扱わなければならない。なお、健診結果等の情報を取り扱う業務

のみを委託する場合にも、委託先の事業者は次ページ（２）④に定める健診結果等の

情報の取扱いに関する基準を遵守することが求められる。 

 

 ○ 医療保険者が基準を満たしている委託先を選定しやすいようにするため、保険者協

議会等においてホームページを作成し、事業者の申告に基づき、事業者の各種情報を

掲載するなどの方策を検討する必要がある。 

 

○ なお、巡回型・移動型で健診を行う場合も、委託先の事業者の施設で行う基準と同

じとする必要がある。 

 

 
 １医療保険者から健診業務の委託を受けて健診を実施する事業者をいう。 

 

※ 医療保険者自らが実施する場合も本基準と同じ基準を満たす必要があるかに

ついては、今後、更に検討が必要。 

第６章 健診の実施に関するアウトソーシング 

（１）基本的考え方 

 ○ アウトソーシングを推進することにより、利用者の利便性に配慮した健診（例えば、

土日・祝日に行うなど）を実施するなど対象者のニーズを踏まえた対応が可能となり、

健診の受診率の向上が図られる。一方で、精度管理が適切に行われないなど健診の質

が考慮されない価格競争となることも危惧されるため、質の低下に繋がることがない

よう委託先における健診の質を確保することが不可欠である。 

 

 ○ 健診機関は、敷地内禁煙にするなど、健康増進に関する取組みを積極的に行う必要

がある。 

 

○ 医療保険者が事業者 1 へ健診の実施を委託する場合には、委託基準を作成し、本プ

ログラムに定める内容の健診が適切に実施される事業者を選定する必要がある。な

お、健診・保健指導の事業の企画及び評価については医療保険者自らが行う。 

 

 ○ 委託先の事業者は、健診の実施機関ごとに測定値及びその判定等が異ならないよ

う、健診の精度管理を適切に行う必要がある。 

 

 ○ 医療保険者は、委託契約期間中には、健診が適切に実施されているかについてモニ

タリングを行うことが重要である。 

 

○ 個人情報については、その性格と重要性を十分認識し、適切に取り扱わなければな

らず、特に、医療分野は、「個人情報の保護に関する基本方針」（平成１６年４月２日

閣議決定）等において、個人情報の性質や利用方法等から、特に適正な取扱いの厳格

な実施を確保する必要がある分野の一つとされていることから、委託先の事業者は個

人情報を適切に取り扱わなければならない。なお、健診結果等の情報を取り扱う業務

のみを委託する場合にも、委託先の事業者は次ページ（２）④に定める健診結果等の

情報の取扱いに関する基準を遵守することが求められる。 

 

 ○ 医療保険者が基準を満たしている委託先を選定しやすいようにするため、保険者協

議会等においてホームページを作成し、事業者の申告に基づき、事業者の各種情報を

掲載するなどの方策を検討する必要がある。 

 

○ なお、巡回型・移動型で健診を行う場合も、委託先の事業者の施設で行う基準と同

じとする必要がある。 

 
 １医療保険者から健診業務の委託を受けて健診を実施する事業者をいう。 

※ 医療保険者自らが実施する場合も本基準と同じ基準を満たす必要がある。 
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（２）具体的な基準 

①人員に関する基準 

ａ 本プログラムに定める内容の健診を適切に実施するために必要な医師、臨床検査

技師及び看護師等が確保されていること。 

 

 ②施設又は設備等に関する基準 

  ａ 本プログラムに定める内容の健診を適切に実施するために必要な施設及び設備を有

していること。 

ｂ 検査や診察を行う際、受診者のプライバシーが十分に保護される施設（部屋）が

確保されていること。 

ｃ 救急時における応急処置のための設備を有していること。 

ｄ 健診が実施される施設の敷地内が全面禁煙とされていること。 

 

③精度管理に関する基準 

ａ 本プログラムにおいて定める検査項目では、標準物質による内部精度管理が定期

的に行われ、検査値の精度が保証されていること。 

  ｂ 現在実施されている種々の外部精度管理調査（日本医師会、日本臨床検査技師会、

全国労働衛生団体連合会など）を定期的に受け、検査値の精度が保証されている結

果であること。 

  ｃ 健診の精度管理上の問題点があった場合に、適切な対応策が講じられること。 

 

④健診結果等の情報の取扱いに関する基準 

ａ 本プログラムにおいて定める電子的標準様式により、医療保険者に対して健診結

果を安全かつ速やかにＣＤ－Ｒ等の電磁的方式により提出すること。 

ｂ 健診の受診者本人への通知に関しては、国が定める標準的な様式により行われる

ようにすること。 

ｃ 受診者の健診結果や心電図等の健診記録が適切に保存・管理されていること。 

ｄ 個人情報の取扱いについては、個人情報の保護に関する法律及びこれに基づくガ

イドライン（「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイド

ライン」（平成１６年１２月２４日厚生労働省）、「健康保険組合等における個人情報

の適切な取扱いのためのガイドライン」（平成１６年１２月２７日厚生労働省）、

「国民健康保険組合における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」（平成

１７年４月１日厚生労働省）等）等を遵守すること。 

ｅ 健診結果の電子媒体による保存等については、「医療情報システムの安全管理に関 す

るガイドライン」（平成１７年３月厚生労働省）を遵守すること。 

ｆ 健診結果の分析等を委託する際には、本来必要とされる情報の範囲に限って提供

すべきであり、個人情報をマスキングすることや個人が特定できない番号を付すこ

となどにより、当該個人情報を匿名化すること。 

 

 

（２）具体的な基準 

①人員に関する基準 

ａ 本プログラムに定める内容の健診を適切に実施するために必要な医師、看護師等

が質的・量的に確保されていること。 

ｂ 常勤の管理者が置かれていること。ただし、管理上支障がない場合は、健康診断

機関の他の職務に従事し、又は同一の敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従

事することができるものとする。 

 

 ②施設又は設備等に関する基準 

  ａ 本プログラムに定める内容の健診を適切に実施するために、必要な施設及び設備

を有していること。 

ｂ 検査や診察を行う際、受診者のプライバシーが十分に保護される施設（部屋）が

確保されていること。 

ｃ 救急時における応急処置のための体制を整えていること。 

ｄ 健康増進法第２５条に定める受動喫煙の防止措置が講じられていること。 

 

③精度管理に関する基準 

ａ 本プログラムにおいて定める検査項目では、標準物質による内部精度管理が定期

的に行われ、検査値の精度が保証されていること。 

  ｂ 現在実施されている種々の外部精度管理調査（日本医師会、日本臨床検査技師会、

全国労働衛生団体連合会など）を定期的に受け、検査値の精度が保証されている結

果であること。 

  ｃ 健診の精度管理上の問題点があった場合に、適切な対応策が講じられること。 

ｄ 検査を外部から委託する場合にあたっては、委託を受けた事業者においてａ-ｃ

の措置が講じられていること 

 

④健診結果等の情報の取扱いに関する基準 

ａ 本プログラムにおいて定める電子的標準様式により、医療保険者に対して健診結

果を安全かつ速やかにＣＤ－Ｒ等の電磁的方式により提出すること。 

ｂ 健診の受診者本人への通知に関しては、国が定める標準的な様式に準拠して行わ

れるようにすること。 

ｃ 受診者の健診結果等が適切に保存・管理されていること。 

ｄ 正当な理由がなく、その業務上知り得た健診受診者の情報を漏らしてはならな

い。 

ｅ 個人情報の取扱いについては、個人情報の保護に関する法律及びこれに基づくガ

イドライン（「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガ

イドライン」（平成１６年１２月２４日厚生労働省）、「健康保険組合等における

 
 



 
 

 個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」（平成１６年１２月２７日厚生労 

働省）、「国民健康保険組合における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライ

安全管理に関するガイドライン」（平成１７年３月厚生労働省）を遵守すること。 

ｆ 医療保険者の委託を受けて健診結果を保存する場合には、「医療情報システムの

安全管理に関するガイドライン」（平成１７年３月厚生労働省）を遵守すること。 

ｇ 健診結果の分析等を行うため、医療保険者の委託を受けて健診結果を外部に提供

する場合は、本来必要とされる情報の範囲に限って提供すべきであり、個人情報を

マスキングすることや個人が特定できない番号を付すことなどにより、当該個人情

報を匿名化すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
標準的な健診・保健指導プログラム（暫定版） 修正案 

⑤運営等に関する基準 

ａ 対象者にとって受診が容易になるよう、利用者の利便性に配慮した健診（例えば、

土日・祝日に行うなど）を実施するなど受診率を上げるよう取り組むこと。 

  ｂ 医療保険者の求めに応じ、医療保険者が適切な健診の実施状況を確認する上で必

要な資料の提出等を速やかに行うこと。 

  ｃ 健診実施者に必要な研修を定期的に行うこと等により、当該健診実施者の資質の

向上に努めていること。 

ｄ 本プログラムに定める内容の健診を適切かつ継続的に実施することができる財務

基盤を有すること。 

ｅ 医療保険者から受託した業務の一部の再委託が行われる場合には、医療保険者が

委託先と委託契約を締結するに当たり、当該委託契約において、再委託先との契約

において本基準に掲げる事項を遵守することを明記すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤運営等に関する基準 

ａ 対象者にとって受診が容易になるよう、利用者の利便性に配慮した健診（例えば、

土日・祝日に行うなど）を実施するなど受診率を上げるよう取り組むこと。 

  ｂ 医療保険者の求めに応じ、医療保険者が適切な健診の実施状況を確認する上で必

要な資料の提出等を速やかに行うこと。 

  ｃ 健診実施者に必要な研修を定期的に行うこと等により、当該健診実施者の資質の

向上に努めていること。 

ｄ 本プログラムに定める内容の健診を適切かつ継続的に実施することができる財

務基盤を有すること。 

ｅ 医療保険者から受託した業務の一部の再委託が行われる場合には、医療保険者が

委託先と委託契約を締結するに当たり、当該委託契約において、再委託先との契約

において本基準に掲げる事項を遵守することを明記すること。 

ｆ 次に掲げる事項の運営についての重要事項に関する規程を定め、健康診断機関の

みやすい場所に当該規定の概要等の掲示や、ホームページ上での掲載等を通じて、

当該規程の内容を広く周知すること。 

 一 事業の目的及び運営の方針 

 二 従業者の職種、員数及び職務の内容 

 三 健康診査の実施日及び実施時間 

 四 健康診断の内容及び価格その他の費用の額 

 五 通常の事業の実施地域 

 六 緊急時における対応 

 七 その他運営に関する重要事項 

ｇ 健康診断実施者に身分を証する書類を携行させ、健診受診者から求められたとき

は、これを掲示すること。 

ｈ 健康診断実施者の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行うととも

に、健康診断機関の設備及び備品等について、衛生的な管理を行うこと。 

ｉ 健康診断機関について、虚偽又は誇大な広告を行わないこと。 

ｊ 健診受診者等からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるた

めの窓口を設置する等の必要な措置を講じるとともに、苦情を受け付けた場合に

は。当該苦情の内容等を記録すること。 

ｋ 従業者及び会計に関する諸記録を整備すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
標準的な健診・保健指導プログラム（暫定版） 修正案 

  老人保健事業

基本健康診査

質　問 (問　診） ○ ○

診 計 身長 ○ ○

体重 ○ ○

察 測 肥満度・標準体重 ○ ○

腹囲 ○ 新規追加
メタボリックシンドローム判定基準の項目であるた
め。

理学的所見（身体診察） ○ ○

血圧 ○ ○

脂 総コレステロール定量 ○ 廃止
（間接法にてLDL-Cを算出する際は、実際に測定
する）

中性脂肪 ○ ○

質 HDLーコレステロール ○ ○

LDLーコレステロール ○ 新規追加
独立した心血管危険因子の判定指標として有用で
あるため。

肝 ＡＳＴ（ＧＯＴ） ○ ○

機 ＡＬＴ（ＧＰＴ） ○ ○

能 γ-ＧＴ（γ-ＧＴＰ） ○ ○

代 空腹時血糖 ■ ○
ヘモグロビンＡ１ｃ検査を実施した場合には、必ず
しも、空腹時血糖を実施する必要がないため。

謝 尿　　糖 半定量 ○ ○

系 ヘモグロビンＡ１Ｃ ■ □

ヘマトクリット値 □ □

血色素測定 □ □

赤血球数 □ □

尿 尿蛋白 半定量 ○ ○

・ 潜　　血 ○ 廃止
尿蛋白検査を実施した場合には、必ずしも、尿潜
血を実施する必要がないため。

腎機能 血清クレアチニン ○ 廃止
腎機能障害の早期把握が尿蛋白検査により可能
であるため。

心機能 □ □

眼底検査 □ □

○…　必須項目

□…　医師の判断に基づき選択的に実施する項目

■… いずれかの項目の実施で可

12誘導心電図

特定健康診査と老健
事業との比較

備考

新健診と各種健診の健診項目の比較

血
液
一
般

特定健康診査

別紙１

 

  老人保健事業 労働安全衛生

健康診査 定期健康診断

質　問 (問　診） ○ ○ ○

診 計 身長 ○ ○ □

体重 ○ ○ ○

察 測 肥満度・標準体重 ○ ○ ○

腹囲 ○ 新規追加
メタボリックシンドローム判定基準の項目であるた
め。

視　　力 ○

等 聴　　力 ○

理学的所見（身体診察） ○ ○ ○

血圧 ○ ○ ○

脂 総コレステロール定量 ○ ■ 廃止
（間接法にてLDL-Cを算出する際は、実際に測定
する）

中性脂肪 ○ ○ ■

質 HDLーコレステロール ○ ○ ■

LDLーコレステロール ○ 新規追加
独立した心血管危険因子の判定指標として有用で
あるため。

肝 ＡＳＴ（ＧＯＴ） ○ ○ ■

機 ＡＬＴ（ＧＰＴ） ○ ○ ■

能 γ-ＧＴ（γ-ＧＴＰ） ○ ○ ■

代 空腹時血糖 ○ ○ ■1

謝 尿　　糖 半定量 □ ○ □ 必須→選択
血糖、HbA1ｃ測定により、より正確な診断が可能で
あるため。

系 血清尿酸 ○ 新規追加
メタボリックシンドローム判定時の参考指標として
有用であるため。

ヘモグロビンＡ１Ｃ ○ □ ■1 選択→必須 高血糖状態の判定をより正確に行うため。

ヘマトクリット値 □ □

血色素測定 □ □ ■

赤血球数 □ □ ■

尿 尿蛋白 半定量 □ ○ ○ 必須→選択
血清クレアチニン等である程度の腎障害は判定で
きるため。

・ 潜　　血 □ ○ 必須→選択

腎機能 尿沈渣

血清クレアチニン ○ ○

心機能 12誘導心電図 □ □ ■

肺 胸部X線 ○

喀痰細胞診 □

眼底検査 □ □

○…　必須項目

□…　医師の判断に基づき選択的に実施する項目

■…　35歳及び40歳以上の者については必須項目、それ以外のものについては

　　　　医師の判断に基づき選択的に実施する項目

■1… いずれかの項目の実施で可

新健診と老健事
業との比較

備考

新健診と各種健診の健診項目の比較

血
液
一
般

新健診

別紙１

 
 

 



 
標準的な健診・保健指導プログラム（暫定版） 修正案 

 

「詳細な健診（精密健診）」項目の選定について 

 

 精密健診項目の選定に当たっては、以下の基準に該当する者について、特に配慮すると

ともに、受診者の性、年齢、前年の健診結果等についても考慮する。 

 なお、他の医療機関において行った最近の結果が明らかで、再度検査を行う必要がない

と判断される者、又は現に高血圧、心臓病等の疾患により医療機関において管理されてい

る者は、下記の条件に該当する場合であっても、医師の判断により選択検査の一部又は全

部を省略して差し支えない。 

 

 

（１）心電図検査 

○収縮期血圧 140mmHg 以上又は拡張期血圧 90mmHg 以上 

○質問票・質問項目（4～7）※のうち、1 項目以上該当する者 

○肥満（内臓脂肪型肥満を有する者、又は BMI>25 の者） 

○不整脈又は心雑音の認められる者 

 

（２）眼底検査 

 ○心電図検査対象者のうち医師が必要と認める者 

 ○特に、糖尿病が疑われる者（HbA1c6.1％以上）、又は糖尿病の既往歴がある者 

  

（３）尿検査（尿糖、尿蛋白、尿潜血） 

 ○糖尿病あるいは腎疾患の既往歴を有する者のうち医師が必要と認める者 

 

（４）貧血検査 

 ○貧血の既往歴を有する者又は視診等で貧血が疑われる者 

 

※質問票・質問項目（4～７） 

 質問項目 回答 

4 医師から、脳卒中（脳出血、脳梗塞等）にかかっているといわれたり、

治療を受けたことがありますか。 

①はい②いいえ

5 医師から、心臓病（狭心症、心筋梗塞等）にかかっているといわれた

り、治療を受けたことがありますか。 

①はい②いいえ

6 医師から、慢性の腎不全にかかっているといわれたり、治療（人工透

析）を受けたことがありますか。 

①はい②いいえ

7 現在、たばこを習慣的に吸っている。 

（※「現在、習慣的に喫煙している者」とは、「合計 100 本以上、又は

６ヶ月以上吸っている者」であり、最近 1 ヶ月間も吸っている者） 

①はい②いいえ

 

 

 

「詳細な健診」項目の選定について 

 

 以下の基準に該当する者のうち、医師が必要と認める者については、詳細な健診を実施

する（基準に該当した者すべてに対して当該健診を実施することは適当ではなく、受診者

の性、年齢等を踏まえ、医師が個別に判断する必要がある）。その際、健診機関の医師は、

当該健診を必要と判断した理由を医療保険者へ示すとともに、受診者に説明すること。 

 なお、他の医療機関において行った最近の結果が明らかで、再度検査を行う必要がない

と判断される者、現に高血圧、心臓病等の疾患により医療機関において管理されている者

については、詳細な健診を行う必要はない。また、健康診査の結果から、医療機関として

直ちに受診する必要がある者については、受診を勧奨する。 

 

（１）心電図検査 

○前年の健診結果等において、①血圧、②脂質、③血糖、④肥満の全ての項目について、

以下の基準に該当した者 

 

（２）眼底検査 

○前年の健診結果等において、①血圧、②脂質、③血糖、④肥満の全ての項目について、

以下の基準に該当した者 

 

（３）貧血検査 

 ○貧血の既往歴を有する者又は視診等で貧血が疑われる者 

 

 

【判定基準】 

 ①血糖    ａ 空腹時血糖       100mg/dl 以上 又は 
          ｂ HbA1ｃの場合       5.２％ 以上 

②脂質    ａ 中性脂肪        150mg/dl 以上 又は 
          ｂ HDL コレステロール   40mg/dl 未満 

③血圧    ａ 収縮期       130mmHg 以上   又は 
          ｂ 拡張期        85mmHg 以上 

④肥満    ａ 腹囲 M≧85cm、F≧90cm       又は 

          ｂ BMI≧25 
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標準的な健診・保健指導プログラム（暫定版） 修正案 

 

標準的な質問票 

 質問項目 回答 分野 リソース 

1-3 現在、a からｃの薬の使用の有無 

 

標準的な質問票 

 質問項目 回答 分野 リソース 

 服薬歴 

1 a． 血圧を下げる薬 ①はい ②いいえ 服薬歴 

2 b． インスリン注射又は血糖を下げる薬 ①はい ②いいえ 服薬歴 

 

3 c． コレステロールを下げる薬 ①はい ②いいえ 服薬歴 

国民健康・栄養調

査（H16）の問診項

目に準拠 

4 医師から、脳卒中（脳出血、脳梗塞等）にか

かっているといわれたり、治療を受けたこと

がありますか。 

①はい ②いいえ 既往歴 糖 尿 病 実 態 調 査

（H14）の問診項目

に準拠 

5 医師から、心臓病（狭心症、心筋梗塞等）に

かかっているといわれたり、治療を受けたこ

とがありますか。 

①はい ②いいえ 既往歴 糖 尿 病 実 態 調 査

（H14）の問診項目

に準拠 

6 医師から、慢性の腎不全にかかっているとい

われたり、治療（人工透析）を受けたことが

ありますか。 

①はい ②いいえ 既往歴 糖 尿 病 実 態 調 査

（H14）の問診項目

に準拠 

7 現在、たばこを習慣的に吸っている。 

（※「現在、習慣的に喫煙している者」とは、

「合計 100 本以上、又は６ヶ月以上吸っている

者」であり、最近 1 ヶ月間も吸っている者） 

①はい ②いいえ 喫煙 国民健康・栄養調

査（H16）の問診項

目に準拠 

8 20 歳の時の体重から 10kg 以上増加してい

る。 

①はい ②いいえ 体重 保健指導分科会 

9 1 回 30 分以上の軽く汗をかく運動を週 2 日

以上、1 年以上実施 

①はい ②いいえ 運動 保健指導分科会 

10 日常生活において歩行又は同等の身体活動

を 1 日 1 時間以上実施 

①はい ②いいえ 運動 保健指導分科会 

11 同世代の同性と比較して歩く速度が速い。 ①はい ②いいえ 運動 保健指導分科会 

12 この 1 年間で体重の増減が±3 ㎏以上あっ

た。 

①はい ②いいえ 体重 保健指導分科会 

13 早食い・ドカ食い・ながら食いが多い。 ①はい ②いいえ 栄養 保健指導分科会 

14 就寝前の 2 時間以内に夕食を取ることが週

に 3 回以上ある。 

①はい ②いいえ 栄養 保健指導分科会 

15 夜食や間食が多い。 ①はい ②いいえ 栄養 保健指導分科会 

16 朝食を抜くことが多い。 ①はい ②いいえ 栄養 保健指導分科会 

17 ほぼ毎日アルコール飲料を飲む。 ①はい ②いいえ 栄養 保健指導分科会 

18 睡眠で休養が得られている。 ①はい ②いいえ 休養 保健指導分科会 

 
 

 

 

 

1-3 現在、a からｃの薬の使用の有無  服薬歴

1 d． 血圧を下げる薬 ①はい ②いいえ 服薬歴

2 e． インスリン注射又は血糖を下げる薬 ①はい ②いいえ 服薬歴

国民健康・栄養調

査（H16）の問診項

目に準拠 

3 f． コレステロールを下げる薬 ①はい ②いいえ 服薬歴

4 医師から、脳卒中（脳出血、脳梗塞等）にか

かっているといわれたり、治療を受けたこと

がありますか。 

①はい ②いいえ 既往歴 糖 尿 病 実 態 調 査

（H14）の問診項目

に準拠 

5 医師から、心臓病（狭心症、心筋梗塞等）に

かかっているといわれたり、治療を受けたこ

とがありますか。 

①はい ②いいえ 既往歴 糖 尿 病 実 態 調 査

（H14）の問診項目

に準拠 

6 医師から、慢性の腎不全にかかっているとい

われたり、治療（人工透析）を受けたことが

ありますか。 

①はい ②いいえ 既往歴 糖 尿 病 実 態 調 査

（H14）の問診項目

に準拠 

7 現在、たばこを習慣的に吸っている。 ①はい ②いいえ 喫煙 国民健康・栄養調

査（H16）の問診項

目に準拠 

（※「現在、習慣的に喫煙している者」とは、

「合計 100 本以上、又は６ヶ月以上吸っている

者」であり、最近 1 ヶ月間も吸っている者） 

8 20 歳の時の体重から 10kg 以上増加してい

る。 

①はい ②いいえ 体重 保健指導分科会 

9 1 回 30 分以上の軽く汗をかく運動を週 2 日

以上、1 年以上実施 

①はい ②いいえ 運動 保健指導分科会 

10 日常生活において歩行又は同等の身体活動

を 1 日 1 時間以上実施 

①はい ②いいえ 運動 保健指導分科会 

11 同世代の同性と比較して歩く速度が速い。 ①はい ②いいえ 運動 保健指導分科会 

12 この 1 年間で体重の増減が±3 ㎏以上あっ

た。 

①はい ②いいえ 体重 保健指導分科会 

13 早食い・ドカ食い・ながら食いが多い。 ①はい ②いいえ 栄養 保健指導分科会 

14 就寝前の 2 時間以内に夕食を取ることが週

に 3 回以上ある。 

①はい ②いいえ 栄養 保健指導分科会 

15 夜食や間食が多い。 ①はい ②いいえ 栄養 保健指導分科会 

16 朝食を抜くことが多い。 ①はい ②いいえ 栄養 保健指導分科会 

17 ほぼ毎日アルコール飲料を飲む。 ①はい ②いいえ 栄養 保健指導分科会 

18 睡眠で休養が得られている。 ①はい ②いいえ 休養 保健指導分科会 
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標準的な健診・保健指導プログラム（暫定版） 修正案 

  

血圧測定、腹囲計測等の手順（測定時の留意点） 血圧測定、腹囲計測等の手順（測定時の留意点） 

  

血圧測定、腹囲計測等については、これまで老人保健法による健康診査及び国民健康・

栄養調査等で行われてきた測定手法に準じ、以下のように実施すること。 

血圧測定、腹囲計測等については、これまで老人保健法による健康診査及び国民健

康・栄養調査等で行われてきた測定手法に準じ、以下のように実施すること。 

  

  

（１）血圧測定 （１）血圧測定 

血圧測定については、「循環器病予防ハンドブック」（社団法人日本循環器管理研究協議

会編）を参考とする。 

血圧測定については、「循環器病予防ハンドブック」（社団法人日本循環器管理研究協議

会編）を参考とする。 

なお、測定回数は原則 2 回とし、その 2 回の測定値の平均値をもって、提出データとす

ること。現場の実施状況に応じて、1 回測定についても可とする。 

なお、測定回数は原則 2 回とし、その 2 回の測定値の平均値をもって、提出データとす

ること。現場の実施状況に応じて、1 回測定についても可とする。 

  

（２）腹囲計測 （２）腹囲計測 

メタボリックシンドロームの診断基準に基づき、立位、軽呼気時、臍レベルで測定する。

脂肪蓄積が著明で臍が下方に偏位している場合は肋骨下縁と前上腸骨棘の中点の高さで測

定する。より詳細については、平成 16 年国民健康・栄養調査必携（厚生労働省）を参考

とする（「標準的な健診・保健指導プログラム（暫定版）」添付資料の学習教材集に掲載）。

メタボリックシンドロームの診断基準に基づき、立位、軽呼気時、臍レベルで測定する。

脂肪蓄積が著明で臍が下方に偏位している場合は肋骨下縁と前上腸骨棘の中点の高さで

測定する。より詳細については、平成 16 年国民健康・栄養調査必携（厚生労働省）を参

考とする（「標準的な健診・保健指導プログラム（暫定版）」添付資料の学習教材集に掲

載）。 なお、具体的な測定方法の映像については、独立行政法人国立健康・栄養研究所のホー

ムページ（http://www.nih.go.jp/eiken/）に掲載する（予定）。 なお、具体的な測定方法の映像については、独立行政法人国立健康・栄養研究所のホー

ムページ（ http://www.nih.go.jp/eiken/）に掲載する（予定）。 

（３）検尿  

測定手技及び判定については、「循環器病予防ハンドブック」等を参考とする。 （３）検尿 

 測定手技及び判定については、「循環器病予防ハンドブック」等を参考とする。 

（４）眼底検査  

手技については、「循環器病予防ハンドブック」等を参考とする。 （４）眼底検査 

 手技については、「循環器病予防ハンドブック」等を参考とする。 
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標準的な健診・保健指導プログラム（暫定版） 修正案 

番号
項目コード
（JLAC10）

項目名 保健指導判定値 受診勧奨判定値 データタイプ 単位 検査方法 備考

1 303610 トリグリセライド 150 150 数字 mg/dl 1:酵素比色法・グリセロール消去
空腹時の測定を原則とした判定
値

数字 mg/dl 2:酵素ＵＶ法・グリセロール消去
空腹時の測定を原則とした判定
値

2 303850 ＨＤＬコレステロール 39 39 数字 mg/dl 直接法（非沈殿法）

3 303890 ＬＤＬコレステロール 120 140 数字 mg/dl 直接法（非沈殿法） 実測値あるいは計算値かを入力

4 302700 空腹時血糖 100 126 数字 mg/dl 1:ヘキソキナーゼ・ＵＶ法

数字 mg/dl 2:ブドウ糖酸化酵素電極法

数字 mg/dl 3:ブドウ糖脱水素酵素法

302710 随時血糖 140 （180） 数字 mg/dl 1:ヘキソキナーゼ・ＵＶ法 食後時間「hhmm（時・分表記）」

数字 mg/dl 2:ブドウ糖酸化酵素電極法 食後時間「hhmm（時・分表記）」

数字 mg/dl 3:ブドウ糖脱水素酵素法 食後時間「hhmm（時・分表記）」

5 302160 血清尿酸 7.0 8.0 数字 mg/dl 1:ウリカーゼ・ペルオキシダーゼ法 小数点以下1桁

数字 mg/dl 2:ウリカーゼ・ＵＶ法 小数点以下1桁

6 302880 ＨｂＡ１ｃ 5.5 6.1 数字 % 1:不安定分画除去ＨＰＬＣ法 小数点以下1桁

数字 % 2:免疫学的方法 小数点以下1桁

7 300340 GOT（ＡＳＴ） 46 50 数字 IU/I 37℃ ＪＳＣＣ標準化対応法

8 300390 GPT（ＡＬＴ） 40 50 数字 IU/I 37℃ ＪＳＣＣ標準化対応法

9 300690
γーＧＴ（γーＧＴ
Ｐ） 80 100 数字 IU/I 37℃ ＩＦＣＣ（ＪＳＣＣ）標準化対応法

10 302110 血清クレアチニン
1.2（男性）
1.0（女性）

1.4（男性）
1.1（女性）

数字 mg/dl 1:酵素法 小数点以下1桁

数字 mg/dl 2:Jaffe直接レート法 小数点以下1桁

数字 mg/dl 3:ドライケミストリ法 小数点以下1桁

11 200060
血色素量［ヘモグロ
ビン値］

13.0（男性）
12.0（女性）

12.0（男性）
11.0（女性）

数字 g/dl 自動血球算定装置

小数点以下1桁(血色素量の上
限値については、健診判定値、
受診勧奨判定値とも男性18.0、
女性16.0とすることを検討する。）

※11のデータ基準については、WHOの貧血の判定基準、人間ドック学会作成の「人間ドック成績判定及び事後指導に関するガイドライン」のデータ等に基づく。

※検査方法については、それぞれの検査項目毎に90％以上をカバーするものを記載した。

健診検査項目の健診判定値

データ基準

※1～3のデータ基準については日本動脈硬化学会「動脈硬化性疾患診療ガイドライン」、４については日本糖尿病学会「糖尿病治療ガイド」、５については日本痛風・核酸代謝学会
「高尿酸血症・痛風の治療ガイドライン」の各判定基準に基づく。

※7～1０のデータ基準については人間ドック学会作成の「人間ドック成績判定及び事後指導に関するガイドライン」に基づく。今後関連学会における検討等により、修正を加えていく。

※6のデータ基準については日本糖尿病学会メタボリックシンドローム（予備群）検討委員会の検討結果に基づく。

別紙５

番号
項目コード
（JLAC10）

項目名 保健指導判定値 受診勧奨判定値 データタイプ 単位 検査方法 備考

1 血圧（収縮期） 130 140 数字 mmHg

2 血圧（拡張期） 85 90 数字 mmHg

3 303610 トリグリセライド 150 300 数字 mg/dl 1:酵素比色法・グリセロール消去
空腹時の測定を原則とした判定
値

数字 mg/dl 2:酵素ＵＶ法・グリセロール消去
空腹時の測定を原則とした判定
値

4 303850 ＨＤＬコレステロール 39 34 数字 mg/dl 直接法（非沈殿法）

5 303890 ＬＤＬコレステロール 120 140 数字 mg/dl 直接法（非沈殿法） 実測値あるいは計算値かを入力

6 302700 空腹時血糖 100 126 数字 mg/dl 1:ヘキソキナーゼ・ＵＶ法

数字 mg/dl 2:ブドウ糖酸化酵素電極法

数字 mg/dl 3:ブドウ糖脱水素酵素法

7 302880 ＨｂＡ１ｃ 5.2 6.1 数字 % 1:不安定分画除去ＨＰＬＣ法 小数点以下1桁

数字 % 2:免疫学的方法 小数点以下1桁

8 300340 GOT（ＡＳＴ） 31 61 数字 IU/I 37℃ ＪＳＣＣ標準化対応法

9 300390 GPT（ＡＬＴ） 31 61 数字 IU/I 37℃ ＪＳＣＣ標準化対応法

10 300690
γーＧＴ（γーＧＴ
Ｐ） 51 101 数字 IU/I 37℃ ＩＦＣＣ（ＪＳＣＣ）標準化対応法

11 200060
血色素量［ヘモグロ
ビン値］

13.0（男性）
12.0（女性）

12.0（男性）
11.0（女性）

数字 g/dl 自動血球算定装置

小数点以下1桁(血色素量の上
限値については、健診判定値、
受診勧奨判定値とも男性18.0、
女性16.0とすることを検討する。）

※11のデータ基準については、WHOの貧血の判定基準、人間ドック学会作成の「人間ドック成績判定及び事後指導に関するガイドライン」のデータ等に基づく。

※項目名については原則JLAC10の表記と同様。（一部については、日本臨床検査医学会コード委員会にて検討中のもの）

※検査方法については、それぞれの検査項目毎に90％以上をカバーするものを記載した。

健診検査項目の健診判定値

データ基準

※1～2のデータ基準については日本高血圧学会「高血圧治療ガイドライン」の判定基準に基づく。

※8～10のデータ基準については日本消化器病学会肝機能研究班意見書に基づく。

※6～7のデータ基準については日本糖尿病学会「糖尿病治療ガイド」等の判定基準に基づく。

※3～5のデータ基準については日本動脈硬化学会「動脈硬化性疾患診療ガイドライン」等の判定基準に基づく。
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標準的な健診・保健指導プログラム（暫定版） 修正案 

※5

番号
条件
※1

項目コード
（JLAC10）

項目名 データ値 下限値 上限値 データタイプ 単位
基準範囲外

※3
検査の実施

※4
検査方法 備考

1 ○ ファイル形式識別記号 英数

2 ○ ファイル仕様番号 数字

3 ○ 送付元種別 英数

4 ○ 送付元機関番号 数字

5 ○ 送付元名称 漢字

6 ○ 送付先種別 英数

7 ○ 送付先機関番号 数字

8 ○ 送付先名称 漢字

9 ○ ファイル生成日付 年月日 yyyy/mm/dd

10 ○ ファイル更新日付 年月日 yyyy/mm/dd

11 ○ 格納記録数 数字

12 ○ 作成日付 年月日 yyyy/mm/dd

13 ○ 健診機関番号 数字 例：電話番号

14 ○ 健診機関名称 漢字

15 ○ 実施日付 年月日 yyyy/mm/dd

16 ○ 保険者番号 数字

17 ○ 健診データ登録番号 数字

18 ○ 受診者の生年月日 年月日 yyyy/mm/dd

19 ○ 受診者の性別 コード 1:男、2:女

20 ○ 受診者の郵便番号 数字 7桁の郵便番号、健診受診時に本人に確認

31 ○ 身長 数字 cm 小数点以下1桁

32 ○ 体重 数字 kg 小数点以下1桁

33 ○ ＢＭＩ 数字 kg/m
2 小数点以下1桁

34 ○ 腹囲 数字 cm 小数点以下1桁

35 ○ 理学的検査（身体診察） コード 1:異常所見あり、2:異常所見なし

36 ○ 血圧（収縮期） 数字 mmHg

37 ○ 血圧（拡張期） 数字 mmHg

38 ○ 303610 トリグリセライド 数字 mg/dl 1:酵素比色法・グリセロール消去

数字 mg/dl 2:酵素ＵＶ法・グリセロール消去

39 ○ 303850 ＨＤＬコレステロール 数字 mg/dl 直接法（非沈殿法）

40 ○ 303890 ＬＤＬコレステロール 数字 mg/dl 直接法（非沈殿法） 実測値あるいは計算値かを入力

41 ○ 300340 AST(GOT) 数字 IU/I 37℃ ＪＳＣＣ標準化対応法

42 ○ 300390 ALT(GPT) 数字 IU/I 37℃ ＪＳＣＣ標準化対応法

43 ○ 300690 γ-GT(γ-GTP) 数字 IU/I 37℃ ＩＦＣＣ（ＪＳＣＣ）標準化対応法

44 ■1 302700 空腹時血糖 数字 mg/dl 1:ヘキソキナーゼ・ＵＶ法

数字 mg/dl 2:ブドウ糖酸化酵素電極法

数字 mg/dl 3:ブドウ糖脱水素酵素法

45 ■1 302710 随時血糖 数字 mg/dl 1:ヘキソキナーゼ・ＵＶ法 食後時間「hhmm（時・分表記）」

数字 mg/dl 2:ブドウ糖酸化酵素電極法 食後時間「hhmm（時・分表記）」

数字 mg/dl 3:ブドウ糖脱水素酵素法 食後時間「hhmm（時・分表記）」

46 ○ 302160 血清尿酸 　 数字 mg/dl 1:ウリカーゼ・ペルオキシダーゼ法 小数点以下1桁

数字 mg/dl 2:ウリカーゼ・ＵＶ法 小数点以下1桁

47 ○ 302880 ＨｂＡ１ｃ 数字 % 1:不安定分画除去ＨＰＬＣ法 小数点以下1桁

数字 % 2:免疫学的方法 小数点以下1桁

48 ○ 302110 血清クレアチニン 数字 mg/dl 1:酵素法 小数点以下1桁

数字 mg/dl 2:Jaffe直接レート法 小数点以下1桁

数字 mg/dl 3:ドライケミストリ法 小数点以下1桁

49 □ 101170 尿糖 コード 1:試験紙法（機械読み取り） 1:－、2:±、3:＋、4:＋＋、5:＋＋＋

コード 2:試験紙法（目視法） 1:－、2:±、3:＋、4:＋＋、5:＋＋＋

50 □ 200080 ヘマトクリット値 数字 % 自動血球算定装置 小数点以下1桁

51 □ 200060 血色素量［ヘモグロビン値］ 数字 g/dl 自動血球算定装置 小数点以下1桁

52 □ 200030 赤血球数 数字 万/mm
3 自動血球算定装置

53 □ 100030 尿蛋白 コード 1:試験紙法（機械読み取り） 1:－、2:±、3:＋、4:＋＋、5:＋＋＋

コード 2:試験紙法（目視法） 1:－、2:±、3:＋、4:＋＋、5:＋＋＋

54 □ 100170 尿潜血 コード 1:試験紙法（機械読み取り） 1:－、2:±、3:＋、4:＋＋、5:＋＋＋

コード 2:試験紙法（目視法） 1:－、2:±、3:＋、4:＋＋、5:＋＋＋

55 □ 心電図 コード 専門医により決定

56 □ 眼底検査 コード 専門医により決定

101 ○ 服薬１（血圧） コード 1:はい、2:いいえ

102 ○ 服薬２（血糖） コード 1:はい、2:いいえ

103 ○ 服薬３（脂質） コード 1:はい、2:いいえ

104 ○ 既往歴１（脳血管） コード 1:はい、2:いいえ

105 ○ 既往歴２（心血管） コード 1:はい、2:いいえ

106 ○ 既往歴３（腎不全・人工透析） コード 1:はい、2:いいえ

107 ○ 喫煙 コード 1:はい、2:いいえ

108 ○ ２０歳からの体重変化 コード 1:はい、2:いいえ

109 ○ 食習慣 コード 1:はい、2:いいえ

110 ○ ３０分以上の運動習慣 コード 1:はい、2:いいえ

111 ○ 歩行又は身体活動 コード 1:はい、2:いいえ

112 ○ 歩行速度 コード 1:はい、2:いいえ

113 ○ 1年間の体重変化 コード 1:はい、2:いいえ

114 ○ 食べ方1（早食い等） コード 1:はい、2:いいえ

115 ○ 食べ方２（就寝前） コード 1:はい、2:いいえ

116 ○ 食べ方３（夜食/間食） コード 1:はい、2:いいえ

117 ○ 飲酒 コード 1:はい、2:いいえ

118 ○ 睡眠 コード 1:はい、2:いいえ

1001 保健指導機関番号 数字 例：電話番号

1002 保健指導機関名称 漢字

1003 保健指導実施日付 年月日 yyyy/mm/dd、積極的支援については最初に指導を行った日

1004 支援レベルⅠ コード
1:積極的支援、2:動機づけ支援、3:情報提供　（健診結果に基
づき階層化された区分）

1005 支援レベルⅡ コード
1:積極的支援、2:動機づけ支援、3:情報提供　（質問票により
階層化された区分）

1006 支援レベルⅢ コード
1:積極的支援、2:動機づけ支援、3:情報提供　（最終的に実施
された保健指導区分）

1007 指導形態（動機づけ支援） コード
0:情報提供、積極的支援、1:個別指導、2:集団指導（グループ
ワーク）、3:混合型

1008 実施内容（積極的支援） コード
0:動機づけ支援、情報提供のみ、1:栄養改善重視型、2:運動
改善重視型、3:併用型、4:その他（減量を目的としないもの）

1009 目標腹囲 数字 cm

1010 目標体重 数字 kg

1011 目標達成期間 数字 月

1012
一日の削減（又は増加）目標エネ
ルギー量

数字 kcal

1013 運動による目標エネルギー量 数字 kcal

1014 食事による目標エネルギー量 数字 kcal

1015 最終的な腹囲 数字 cm

1016 最終的な体重 数字 kg

1017 保健指導を行った期間 数字 月

1018 計画上の指導回数 数字 回

1019 実際の指導回数 数字 回

1020
保健指導による生活習慣の改善
（運動習慣１）

コード 0:変化なし、1:改善、２：悪化

1021
保健指導による生活習慣の改善
（運動習慣２）

コード 0:変化なし、1:改善、２：悪化

1022
保健指導による生活習慣の改善
（喫煙）

コード 0:変化なし、1:改善、２：悪化

（表の説明）

※1　条件：○…必須項目、□…医師の判断に基づき選択的に実施する項目、■1…いずれかの項目の実施で可

※2　データ基準下限値、上限値：使用する検査機器、試薬等が異なるため検査機関ごとに設定した値を入力する。　

※3　基準範囲外：健診データが別途定める入力最小値以下の場合は「以下」、入力最大値以上の場合は「以上」を入力する。
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※5

番号
条件
※1

項目コード
（JLAC10）

項目名 データ値 下限値 上限値 データタイプ 単位
基準範囲外

※3
検査の実施

※4
検査方法 備考

1 ○ ファイル形式識別記号 英数

2 ○ ファイル仕様番号 数字

3 ○ 送付元種別 英数

4 ○ 送付元機関番号 数字

5 ○ 送付元名称 漢字

6 ○ 送付先種別 英数

7 ○ 送付先機関番号 数字

8 ○ 送付先名称 漢字

9 ○ ファイル生成日付 年月日 yyyy/mm/dd

10 ○ ファイル更新日付 年月日 yyyy/mm/dd

11 ○ 格納記録数 数字

12 ○ 作成日付 年月日 yyyy/mm/dd

13 ○ 健診機関番号 数字 例：電話番号

14 ○ 健診機関名称 漢字

15 ○ 実施日付 年月日 yyyy/mm/dd

16 ○ 保険者番号 数字

17 ○ 健診データ登録番号 数字

18 ○ 受診者の生年月日 年月日 yyyy/mm/dd

19 ○ 受診者の性別 コード 1:男、2:女

20 ○ 受診者の郵便番号 数字 7桁の郵便番号、健診受診時に本人に確認

31 ○ 身長 数字 cm 小数点以下1桁

32 ○ 体重 数字 kg 小数点以下1桁

33 ○ ＢＭＩ 数字 kg/m
2 小数点以下1桁

34 ○ 腹囲 数字 cm 小数点以下1桁

35 ○ 理学的検査（身体診察） コード 1:異常所見あり、2:異常所見なし

36 ○ 血圧（収縮期） 数字 mmHg

37 ○ 血圧（拡張期） 数字 mmHg

38 ○ 303610 トリグリセライド 数字 mg/dl 1:酵素比色法・グリセロール消去

数字 mg/dl 2:酵素ＵＶ法・グリセロール消去

39 ○ 303850 ＨＤＬコレステロール 数字 mg/dl 直接法（非沈殿法）

40 ○ 303890 ＬＤＬコレステロール 数字 mg/dl 直接法（非沈殿法） 実測値あるいは計算値かを入力

41 ○ 300340 AST(GOT) 数字 IU/I 37℃ ＪＳＣＣ標準化対応法

42 ○ 300390 ALT(GPT) 数字 IU/I 37℃ ＪＳＣＣ標準化対応法

43 ○ 300690 γ-GT(γ-GTP) 数字 IU/I 37℃ ＩＦＣＣ（ＪＳＣＣ）標準化対応法

44 ■1 302700 空腹時血糖 数字 mg/dl 1:ヘキソキナーゼ・ＵＶ法

数字 mg/dl 2:ブドウ糖酸化酵素電極法

数字 mg/dl 3:ブドウ糖脱水素酵素法

45 ■1 302710 随時血糖 数字 mg/dl 1:ヘキソキナーゼ・ＵＶ法 食後時間「hhmm（時・分表記）」

数字 mg/dl 2:ブドウ糖酸化酵素電極法 食後時間「hhmm（時・分表記）」

数字 mg/dl 3:ブドウ糖脱水素酵素法 食後時間「hhmm（時・分表記）」

46 ○ 302160 血清尿酸 　 数字 mg/dl 1:ウリカーゼ・ペルオキシダーゼ法 小数点以下1桁

数字 mg/dl 2:ウリカーゼ・ＵＶ法 小数点以下1桁

47 ○ 302880 ＨｂＡ１ｃ 数字 % 1:不安定分画除去ＨＰＬＣ法 小数点以下1桁

数字 % 2:免疫学的方法 小数点以下1桁

48 ○ 302110 血清クレアチニン 数字 mg/dl 1:酵素法 小数点以下1桁

数字 mg/dl 2:Jaffe直接レート法 小数点以下1桁

数字 mg/dl 3:ドライケミストリ法 小数点以下1桁

49 □ 101170 尿糖 コード 1:試験紙法（機械読み取り） 1:－、2:±、3:＋、4:＋＋、5:＋＋＋

コード 2:試験紙法（目視法） 1:－、2:±、3:＋、4:＋＋、5:＋＋＋

50 □ 200080 ヘマトクリット値 数字 % 自動血球算定装置 小数点以下1桁

51 □ 200060 血色素量［ヘモグロビン値］ 数字 g/dl 自動血球算定装置 小数点以下1桁

52 □ 200030 赤血球数 数字 万/mm3 自動血球算定装置

53 □ 100030 尿蛋白 コード 1:試験紙法（機械読み取り） 1:－、2:±、3:＋、4:＋＋、5:＋＋＋

コード 2:試験紙法（目視法） 1:－、2:±、3:＋、4:＋＋、5:＋＋＋

54 □ 100170 尿潜血 コード 1:試験紙法（機械読み取り） 1:－、2:±、3:＋、4:＋＋、5:＋＋＋

コード 2:試験紙法（目視法） 1:－、2:±、3:＋、4:＋＋、5:＋＋＋

55 □ 心電図 コード 専門医により決定

56 □ 眼底検査 コード 専門医により決定

101 ○ 服薬１（血圧） コード 1:はい、2:いいえ

102 ○ 服薬２（血糖） コード 1:はい、2:いいえ

103 ○ 服薬３（脂質） コード 1:はい、2:いいえ

104 ○ 既往歴１（脳血管） コード 1:はい、2:いいえ

105 ○ 既往歴２（心血管） コード 1:はい、2:いいえ

106 ○ 既往歴３（腎不全・人工透析） コード 1:はい、2:いいえ

107 ○ 喫煙 コード 1:はい、2:いいえ

108 ○ ２０歳からの体重変化 コード 1:はい、2:いいえ

109 ○ 食習慣 コード 1:はい、2:いいえ

110 ○ ３０分以上の運動習慣 コード 1:はい、2:いいえ

111 ○ 歩行又は身体活動 コード 1:はい、2:いいえ

112 ○ 歩行速度 コード 1:はい、2:いいえ

113 ○ 1年間の体重変化 コード 1:はい、2:いいえ

114 ○ 食べ方1（早食い等） コード 1:はい、2:いいえ

115 ○ 食べ方２（就寝前） コード 1:はい、2:いいえ

116 ○ 食べ方３（夜食/間食） コード 1:はい、2:いいえ

117 ○ 飲酒 コード 1:はい、2:いいえ

118 ○ 睡眠 コード 1:はい、2:いいえ

1001 保健指導機関番号 数字 例：電話番号

1002 保健指導機関名称 漢字

1003 保健指導実施日付 年月日 yyyy/mm/dd、積極的支援については最初に指導を行った日

1004 支援レベルⅠ コード
1:積極的支援、2:動機づけ支援、3:情報提供　（健診結果に基
づき階層化された区分）

1005 支援レベルⅡ コード
1:積極的支援、2:動機づけ支援、3:情報提供　（質問票により
階層化された区分）

1006 支援レベルⅢ コード
1:積極的支援、2:動機づけ支援、3:情報提供　（最終的に実施
された保健指導区分）

1007 指導形態（動機づけ支援） コード
0:情報提供、積極的支援、1:個別指導、2:集団指導（グループ
ワーク）、3:混合型

1008 実施内容（積極的支援） コード
0:動機づけ支援、情報提供のみ、1:栄養改善重視型、2:運動
改善重視型、3:併用型、4:その他（減量を目的としないもの）

1009 目標腹囲 数字 cm

1010 目標体重 数字 kg

1011 目標達成期間 数字 月

1012
一日の削減（又は増加）目標エネ
ルギー量

数字 kcal

1013 運動による目標エネルギー量 数字 kcal

1014 食事による目標エネルギー量 数字 kcal

1015 最終的な腹囲 数字 cm

1016 最終的な体重 数字 kg

1017 保健指導を行った期間 数字 月

1018 計画上の指導回数 数字 回

1019 実際の指導回数 数字 回

1020
保健指導による生活習慣の改善
（運動習慣１）

コード 0:変化なし、1:改善、２：悪化

1021
保健指導による生活習慣の改善
（運動習慣２）

コード 0:変化なし、1:改善、２：悪化

1022
保健指導による生活習慣の改善
（喫煙）

コード 0:変化なし、1:改善、２：悪化

（表の説明）

※1　条件：○…必須項目、□…医師の判断に基づき選択的に実施する項目、■1…いずれかの項目の実施で可

※2　データ基準下限値、上限値：使用する検査機器、試薬等が異なるため検査機関ごとに設定した値を入力する。　

※3　基準範囲外：健診データが別途定める入力最小値以下の場合は「以下」、入力最大値以上の場合は「以上」を入力する。

電子的標準様式イメージ

データ基準※2 データ値コメント
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標準的な健診・保健指導プログラム（暫定版） 修正案 

番号 項目名 データタイプ 入力最小値 入力最大値
少数点以下

の桁数
単位

基準範囲外
※1

検査の実施
※2

備考

31 身長 数字 100.0 250.0 1 cm

32 体重 数字 20.0 250.0 1 kg

33 ＢＭＩ 数字 10.0 100.0 1 kg/m2

34 腹囲 数字 40.0 250.0 1 cm

36 血圧（収縮期） 数字 60 300 0 mmHg

37 血圧（拡張期） 数字 30 150 0 mmHg

38 トリグリセライド 数字 10 2000 0 mg/dl

39 ＨＤＬコレステロール 数字 10 500 0 mg/dl

40 ＬＤＬコレステロール 数字 20 1000 0 mg/dl

41 ＡＳＴ（ＧＯＴ） 数字 0 1000 0 IU/I 37℃

42 ＡＬＴ（ＧＰＴ） 数字 0 1000 0 IU/I 37℃

43 γーＧＴ（γーＧＴＰ） 数字 0 1000 0 IU/I 37℃

44 空腹時血糖 数字 20 600 0 mg/dl

47 ＨｂＡ１ｃ 数字 3.0 20.0 1 %

50 ヘマトクリット値 数字 0.0 100.0 1 %

51 血色素量［ヘモグロビン値］ 数字 0.0 30.0 1 g/dl

52 赤血球数 数字 0 1000 0 万/mm3

1002 実施度（コンプライアンス） 数字 0 100 0 %

1003 効果１（腹囲） 数字 1 cm

1004 効果２（体重） 数字 1 kg

（表の説明）

※１　基準範囲外：健診データが入力最小値以下の場合は「L」、入力最大値以上の場合は「H」を入力する。

※２　検査の実施：健診データが未入力で検査未実施の場合は「未実施」を入力する。

データ範囲のチェック

別紙７-2

番号 項目名 データタイプ 入力最小値 入力最大値
少数点以下

の桁数
単位

基準範囲外
※1

検査の実施
※2

備考

31 身長 数字 100.0 250.0 1 cm

32 体重 数字 20.0 250.0 1 kg

33 ＢＭＩ 数字 10.0 100.0 1 kg/m
2

34 腹囲 数字 40.0 250.0 1 cm

36 血圧（収縮期） 数字 60 300 0 mmHg

37 血圧（拡張期） 数字 30 150 0 mmHg

38 トリグリセライド 数字 10 2000 0 mg/dl

39 ＨＤＬコレステロール 数字 10 500 0 mg/dl

40 ＬＤＬコレステロール 数字 20 1000 0 mg/dl

41 ＡＳＴ（ＧＯＴ） 数字 0 1000 0 IU/I 37℃

42 ＡＬＴ（ＧＰＴ） 数字 0 1000 0 IU/I 37℃

43 γーＧＴ（γーＧＴＰ） 数字 0 1000 0 IU/I 37℃

44 空腹時血糖 数字 20 600 0 mg/dl

45 随時血糖 数字 20 1000 0 mg/dl

46 血清尿酸 数字 0.0 20.0 1 mg/dl

47 ＨｂＡ１ｃ 数字 3.0 20.0 1 %

48 血清クレアチニン 数字 0.0 20.0 1 mg/dl

50 ヘマトクリット値 数字 0.0 100.0 1 %

51 血色素量［ヘモグロビン値］ 数字 0.0 30.0 1 g/dl

52 赤血球数 数字 0 1000 0 万/mm
3

1002 実施度（コンプライアンス） 数字 0 100 0 %

1003 効果１（腹囲） 数字 1 cm

1004 効果２（体重） 数字 1 kg

（表の説明）

※１　基準範囲外：健診データが入力最小値以下の場合は「L」、入力最大値以上の場合は「H」を入力する。

※２　検査の実施：健診データが未入力で検査未実施の場合は「未実施」を入力する。

データ範囲のチェック
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標準的な健診・保健指導プログラム（暫定版） 修正案 

  

健診データ電子的フォーマット（イメージ） 健診データ電子的フォーマット（イメージ） 

＊<>内のタグ名等は実際には英語表記の可能性もあり ＊<>内のタグ名等は実際には英語表記の可能性もあり

<?xml version="1.0" encoding="Shift_JIS"?> <?xml version="1.0" encoding="Shift_JIS"?> 

<健診データファイル> <健診データファイル> 

<定義部 識別番号="c001" 仕様番号="1.0.0"> <定義部 識別番号="c001" 仕様番号="1.0.0"> 

<!-- 送付元 --> <!-- 送付元 --> 

<送付元種別>1</送付元種別> <送付元種別>1</送付元種別> 

<送付元機関番号>0103123412341</送付元機関番号> <送付元機関番号>0103123412341</送付元機関番号> 

<送付元機関名称>健診機関Ａ</送付元機関名称> <送付元機関名称>健診機関Ａ</送付元機関名称> 

<!-- 送付先 --> <!-- 送付先 --> 

<送付先種別>0</送付先種別> <送付先種別>0</送付先種別> 

<送付先機関番号>06123456</送付先機関番号> <送付先機関番号>06123456</送付先機関番号> 

<送付先機関名称>Ａ健康保険組合</送付先機関名称> <送付先機関名称>Ａ健康保険組合</送付先機関名称> 

<!-- ファイル情報 --> <!-- ファイル情報 --> 

<ファイル生成日付 年="2008" 月="10" 日="01"/> <ファイル生成日付 年="2008" 月="10" 日="01"/> 

<ファイル更新日付 年="2008" 月="10" 日="01"/> <ファイル更新日付 年="2008" 月="10" 日="01"/> 

<格納記録数>2</格納記録数> <格納記録数>2</格納記録数> 

</定義部> </定義部> 

<記録部> <記録部> 

<!-- 特定健診 １人目 --> <!-- 特定健診 １人目 --> 

<健康診査記録 番号="1"> <健康診査記録 番号="1"> 

<基本> <基本> 

<作成日付 年="2008" 月="07" 日="30"/> <作成日付 年="2008" 月="07" 日="30"/> 

<健診機関番号>0103123412341</健診機関番号> <健診機関番号>0103123412341</健診機関番号> 

<健診機関名称>健診機関Ａ</健診機関名称> <健診機関名称>健診機関Ａ</健診機関名称> 

<健診区分>03</健診区分> <健診区分>03</健診区分> 

<実施日付 年="2008" 月="07" 日="20"/> <実施日付 年="2008" 月="07" 日="20"/> 

<健診データ登録番号>03123456781234567801</健診データ登録番号> <健診データ登録番号>03123456781234567801</健診データ登録番号> 

<生年月日 年="1958" 月="07" 日="20"/> <生年月日 年="1958" 月="07" 日="20"/> 

<性別>M</性別>  <性別>M</性別>  

</基本> </基本> 

<記録> <記録> 

<健診項目 名称="身長" JLAC10="" 基準下限="" 基準上限="" 単位="cm" データタイプ="数値" データコメント <健診項目 名称="身長" JLAC10="" 基準下限="" 基準上限="" 単位="cm" データタイプ="数値" データコメント 

="" 検査手法="標準" 方法コメント="" 値="174.2" 判定コード=""/> ="" 検査手法="標準" 方法コメント="" 値="174.2" 判定コード=""/> 

  

<健診項目 名称="体重" JLAC10="" 基準下限="" 基準上限="" 単位="kg" データタイプ="数値" データコメント <健診項目 名称="体重" JLAC10="" 基準下限="" 基準上限="" 単位="kg" データタイプ="数値" データコメント

="" 検査手法="標準" 方法コメント="" 値="69.8" 判定コード=""/> ="" 検査手法="標準" 方法コメント="" 値="69.8" 判定コード=""/> 

  
2 2<健診項目 名称="BMI" JLAC10="" 基準下限="" 基準上限="" 単位="kg/m <健診項目 名称="BMI" JLAC10="" 基準下限="" 基準上限="" 単位="kg/m" データタイプ="数値" データコメン " データタイプ="数値" データコメン

ト="" 検査手法="標準" 方法コメント="" 値="23.0" 判定コード=""/> ト="" 検査手法="標準" 方法コメント="" 値="23.0" 判定コード=""/> 

  

<健診項目 名称="腹囲" JLAC10="" 基準下限="" 基準上限="" 単位="cm" データタイプ="数値" データコメント <健診項目 名称="腹囲" JLAC10="" 基準下限="" 基準上限="" 単位="cm" データタイプ="数値" データコメント

="" 検査手法="標準" 方法コメント="" 値="78.0" 判定コード=""/> ="" 検査手法="標準" 方法コメント="" 値="78.0" 判定コード=""/> 

  

<健診項目名称="収縮期血圧" JLAC10="" 基準下限="" 基準上限="" 単位="mmHg" データタイプ="数値" デー <健診項目名称="収縮期血圧" JLAC10="" 基準下限="" 基準上限="" 単位="mmHg" データタイプ="数値" デー

タコメント="" 検査手法="標準" 方法コメント="" 値="124" 判定コード=""/> タコメント="" 検査手法="標準" 方法コメント="" 値="124" 判定コード=""/> 

  

<健診項目 名称=" 拡張期血圧" JLAC10="" 基準下限="" 基準上限="" 単位="mmHg" データタイプ="数値" デ <健診項目 名称=" 拡張期血圧" JLAC10="" 基準下限="" 基準上限="" 単位="mmHg" データタイプ="数値" デ

ータコメント="" 検査手法="標準" 方法コメント="" 値="70" 判定コード=""/> ータコメント="" 検査手法="標準" 方法コメント="" 値="70" 判定コード=""/> 

  

<健診項目 名称="随時血糖" JLAC10="302710" 基準下限="20" 基準上限="1000" 単位="mg/dl" データタイプ=" <健診項目 名称="随時血糖" JLAC10="302710" 基準下限="20" 基準上限="1000" 単位="mg/dl" データタイプ="

数値" データコメント="食後時間 120 分" 検査手法="標準" 方法コメント="" 値="1650" 判定コード="H"/> 数値" データコメント="食後時間 120 分" 検査手法="標準" 方法コメント="" 値="1650" 判定コード="H"/> 

  

<健診項目 名称="HbA1C" JLAC10="302880" 基準下限="3.0" 基準上限="20.0" 単位="%" データタイプ="数値" <健診項目 名称="HbA1C" JLAC10="302880" 基準下限="3.0" 基準上限="20.0" 単位="%" データタイプ="数値"

データコメント="" 検査手法="標準" 方法コメント="" 値="5.1" 判定コード=""/> データコメント="" 検査手法="標準" 方法コメント="" 値="5.1" 判定コード=""/> 

･･･ ･･･ 
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･･･ 

･･･ 
<健診項目 名称=" 既往歴 3（腎不全・人工透析）" JLAC10="" 基準下限="" 基準上限="" 単位="" データタイ

プ 

="コード" データコメント="" 検査手法="標準" 方法コメント="" 値="1" 判定コード="" ></健診項目> 

</記録> 

</健康診査記録>  

 

<!-- 特定健診 ２人目 --> 

<健康診査記録 番号="2"> 

･･･ 

･･･ 

･･･ 
</健康診査記録> 

</記録部> 

</健診データファイル> 

<!-- ファイル終了 --> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

･･･ 

･･･ 
<健診項目 名称=" 既往歴 3（腎不全・人工透析）" JLAC10="" 基準下限="" 基準上限="" 単位="" データタイ

プ 

="コード" データコメント="" 検査手法="標準" 方法コメント="" 値="1" 判定コード="" ></健診項目> 

</記録> 

</健康診査記録>  

 

<!-- 特定健診 ２人目 --> 

<健康診査記録 番号="2"> 

･･･ 

･･･ 

･･･ 
</健康診査記録> 

</記録部> 

</健診データファイル> 

<!-- ファイル終了 --> 
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